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東

幸

代

門
要
約
】
　
丹
後
宮
津
城
下
に
は
、
旧
領
主
に
よ
っ
て
地
先
漁
場
に
お
け
る
「
特
権
漁
業
」
の
権
利
を
下
付
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
を
も
つ
漁
師
（
宮
津
町
漁

師
）
が
存
在
し
た
。
本
稿
は
、
～
九
世
紀
に
お
け
る
宮
津
藩
の
漁
礁
と
、
「
特
権
漁
業
」
後
退
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
当
該
期
宮
津
藩
に
よ

る
在
方
漁
師
間
の
地
先
漁
場
争
論
の
解
決
方
法
の
特
質
は
、
地
先
漁
場
を
「
家
前
」
と
そ
れ
以
外
に
区
分
し
、
地
元
村
に
「
備
前
」
漁
場
で
の
優
先
権
を

保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
津
町
漁
師
と
在
方
漁
師
と
の
争
論
に
際
し
て
は
、
前
者
に
対
し
て
は
「
本
業
」
、
後
者
に
対
し
て
は
「
家
前
」
を
理

由
に
、
漁
場
利
用
関
係
の
秩
序
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
宮
津
町
漁
師
は
藩
に
よ
る
「
本
業
」
と
い
う
自
町
漁
業
の
位
置
づ
け
を
利
用
し
、
在
方
漁
師
の
漁

業
を
「
余
業
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
町
に
有
利
と
な
る
要
求
を
行
う
が
、
郡
奉
行
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
る
。
幕
藩
領
主
に
よ
る
漁
業
の
位

置
づ
け
と
、
漁
師
間
の
漁
場
利
用
関
係
と
は
、
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
い
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
一
暮
六
号
　
［
九
九
九
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
一
九
世
紀
の
漁
場
争
論
を
素
材
に
、

　
　
　
　
①

丹
後
宮
津
藩
に
お
け
る
漁
政
と
漁
場
利
用
関
係
の
変
容
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
い
う
漁
政
と
は
、
幕
藩
領
主
に
よ
る
漁
業
・
漁
村
の
支
配
の
あ
り
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
漁
業
・
漁
村
に
対
す
る
認
識
を
も
含
め

た
、
広
い
意
味
で
の
領
主
的
対
応
を
さ
し
て
い
る
。
さ
て
、
一
般
に
、
近
世
に
お
け
る
漁
場
利
用
関
係
を
論
じ
る
場
合
に
、
先
規
、
仕
来
の
重

視
と
並
ん
で
、
重
要
な
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
；
に
江
戸
幕
府
が
定
め
た
い
わ
ゆ
る
「
山
野
海
川

　
②

入
会
｝
規
定
で
あ
る
。
「
磯
誉
者
地
髭
根
附
次
第
な
り
、
沖
者
入
会
」
（
磯
漁
は
地
付
次
第
で
あ
り
沖
は
入
会
で
あ
る
）
、
「
村
並
之
猟
場
者
村
境
を
沖
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二
見
通
猟
場
之
境
た
り
」
（
村
並
の
漁
場
は
村
童
か
ら
沖
へ
見
通
し
た
線
を
境
と
す
る
）
等
の
条
文
を
含
む
当
規
定
は
、
既
に
戦
前
の
段
階
で
、
磯

（
地
先
）
と
沖
と
い
う
近
世
の
漁
場
構
造
や
、
地
先
漁
場
は
村
境
を
境
界
と
す
る
の
に
対
し
て
、
沖
漁
場
は
入
会
で
あ
る
と
い
う
両
漁
場
の
利

用
関
係
の
原
則
等
を
示
す
規
定
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
実
際
の
漁
場
争
論
に
お
い
て
も
、
「
右
の
諸
法
則
（
「
山
野
海
川
入
会
」
規
定
…
－
東
明
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
一
般
に
適
用
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
裁
許
例
に
よ
り
て
も
こ
れ
を
知
る
に
充
分
で
あ
る
。
」
と
い
う
評
価
を
得
る
に

い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
戦
前
に
＝
疋
の
到
達
を
み
た
漁
場
利
用
関
係
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
後
各
地
で
行
わ
れ
た
研
究
は
、
個
別
の
漁
場
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

論
の
検
討
を
通
し
て
、
当
規
定
的
漁
場
利
用
関
係
の
浸
透
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
り
、
新
た
な
論
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
漁
場
利
用
関
係
研
究
の
こ
う
し
た
停
滞
状
況
を
打
破
し
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
荒
居
英
次
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
が
提
起
さ
れ
、
八
○

年
代
後
半
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
漁
政
史
の
観
点
に
よ
る
諸
研
究
で
あ
る
。
特
に
、
そ
う
し
た
研
究
動
向
の
中
心
と
な
っ
た
関
東
地
域
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
山
野
海
川
入
会
」
規
定
が
享
保
年
間
（
～
七
一
六
～
三
六
年
）
の
幕
府
に
よ
る
当
地
域
の
漁
場
調
査
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
位
置
付
け
る
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
、
そ
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
幕
府
の
漁
村
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
慨
究
、
ま
た
、
役
の
負
担
関
係
と
漁
業
権
と
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
⑦

明
ら
か
に
す
る
研
究
等
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
、
漁
政
史
と
は
視
角
を
異
に
す
る
が
、
関
東
以
外
の
地
域
で
は
、
漁
場
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
観
点
か
ら
支
配
者
・
村
・
民
衆
の
関
係
を
照
射
す
る
研
究
や
、
沖
漁
場
の
利
用
関
係
の
近
世
的
あ
り
よ
う
に
注
目
す
る
研
究
も
あ
ら
わ
れ
、

漁
場
利
用
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
関
東
以
外
の
地
域
に
お
け
る
地
先
漁
場
の
利
用
関
係
を
問
題
と
し
た
場
合
、
幕
令
と
し
て
の
全
国
発
令
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い

「
山
野
海
川
入
会
」
規
定
の
適
用
を
含
め
た
幕
藩
領
主
の
主
体
的
な
対
応
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
未
だ
事
例
が
少
な
く
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
で
、
本
稿
で
は
、
先
発
漁
師
が
、
後
発
漁
師
の
進
出
と
地
先
漁
場
地
元
主
義
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
漁
業
権
を
後
退
さ
せ
る
と
い
わ
れ
る
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

中
後
期
以
降
の
全
国
的
な
動
向
と
、
漁
政
の
あ
り
方
と
の
関
係
に
注
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
宮
津
藩
の
漁
政
と
い
う
観
点
か
ら
漁
場

利
用
関
係
の
特
質
を
解
明
し
、
当
該
藩
に
お
け
る
漁
場
利
用
関
係
の
具
体
的
様
相
を
提
示
す
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
藩
に
お
け
る
漁
業
の
位
置

づ
け
と
～
九
世
紀
の
漁
場
利
用
関
係
の
変
容
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
分
析
の
中
心
と
な
る
の
は
、
近
世
初
頭
の
領
主
に
対
す
る
勲
功
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に
よ
っ
て
、
「
特
権
漁
業
」
を
許
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
を
有
す
る
漁
師
の
動
向
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
先
発
漁
師
で
あ
る
こ
の
漁
師
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

既
に
先
行
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
や
、
近
世
中
期
以
降
に
漁
業
権
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
権
利
後
退
の
実
態

解
明
は
、
利
用
史
料
が
訴
状
や
内
済
等
等
の
地
方
史
料
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
制
約
も
あ
り
、
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
宮
津
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
漁
業
・
漁
村
史
研
究
に
は
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
地
方
支
配
に
携
わ
っ
た
郡
奉
行
の
記
録
書
で
あ
る
『
臨
時
留
』
を
用
い
て
、
「
特
権

漁
業
」
の
後
退
過
程
に
お
け
る
宮
津
藩
の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
。

①
現
京
都
府
与
謝
郡
の
大
部
分
を
し
め
る
藩
で
、

　
藩
主
（
入
封
年
）
は
京
極
氏
（
元
和
八
年

　
H
　
一
編
ハ
山
ハ
⊥
ハ
）
〉
　
↓
・
争
乱
観
照
（
寛
文
九
年
”

　
一
一
山
ハ
八
○
）
〉
↓
阿
部
氏
（
天
和
一
兀
年
一

　
年
　
一
六
九
七
）
↓
青
黒
氏
（
享
保
二
年
■

　
二
七
五
八
）
と
変
遷
す
る
。

②
「
律
令
要
略
」
（
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』

③
原
暉
三
百
本
漁
業
権
制
度
史
論
』

④
荒
居
英
次
『
近
世
の
漁
村
睡

⑤
堀
江
俊
次

　
（
小
笠
原
長
和
編
噸
東
国
の
社
会
と
文
化
隔

　
現
宮
灘
市
に
城
下
町
が
あ
っ
た
。

｝
山
ハ
ニ
ニ
）
↓
〈
幕
領
（
庶
児
文
山
ハ
年

一
六
六
九
）
↓
〈
主
部
（
延
宝
八
年

一
轟
ハ
八
｝
）
↓
奥
並
丁
氏
（
一
十
禄
～
〇

一
七
一
七
）
毒
本
庄
氏
（
宝
暦
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
隆
館
、
一
九
四
八
年
）
四
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
耀
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）
。

　
　
　
　
　
　
「
享
保
期
に
お
け
る
勘
定
所
の
漁
業
権
実
態
調
査
と
漁
業
政
策
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
梓
出
版
社
、
一
九
八
五
年
〉
）
。

⑥
愚
意
宏
幸
燃
内
房
村
落
の
漁
業
進
出
と
生
業
」
（
欄
関
東
近
世
史
研
究
輪
二
七
、

　
一
九
九
〇
年
）
。

⑦
宮
田
満
「
近
世
多
摩
川
の
漁
業
生
産
に
伴
う
役
負
担
と
漁
場
利
用
関
係
」
（
『
関

　
東
近
世
史
研
究
臨
二
六
、
一
九
八
九
年
）
、
太
田
尚
宏
「
近
世
江
戸
内
湾
地
域
に

　
お
け
る
噸
御
黒
鼠
上
納
制
度
の
展
開
と
漁
業
秩
序
」
（
『
同
右
』
二
八
、
一
九
九
〇

　
年
）
等
。

⑧
定
兼
学
「
近
枇
漁
場
利
用
体
系
試
論
　
備
前
国
日
生
沖
漁
業
相
論
を
事
例
と

　
し
て
『
村
輪
に
お
け
る
…
」
（
渡
辺
則
文
編
『
瀬
戸
内
海
地
域
史
研
究
』
二
、

　
文
献
出
版
、
一
九
八
九
年
）
。

⑨
高
橋
美
貴
「
近
世
に
お
け
る
漁
場
の
構
造
と
漁
業
社
会
」
（
『
近
世
漁
業
社
会
史

　
の
研
究
…
近
代
前
期
漁
業
政
策
の
全
開
と
成
り
立
ち
1
睡
〈
清
文
堂
、
｝
九

　
九
五
年
〉
）
、
拙
稿
「
沖
漁
を
め
ぐ
る
近
世
中
期
の
漁
村
の
動
向
と
領
主
の
対
応

　
－
丹
後
宮
津
藩
伊
根
浦
の
『
追
掛
（
お
っ
か
け
）
睡
を
倶
し
て
一
」
（
『
日
本

　
史
研
究
臨
四
三
二
、
一
九
九
八
年
）
。

⑩
地
先
の
漁
場
は
そ
の
地
元
の
村
に
占
有
利
用
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
方
。

⑪
二
野
瓶
徳
夫
「
近
代
漁
業
技
術
の
生
成
」
（
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
㎏
二

　
塩
業
・
漁
業
〈
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
〉
二
七
七
～
二
七
九
頁
）
。

⑫
岩
崎
英
精
留
京
都
府
漁
業
の
歴
史
㎏
（
京
都
府
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
　
一
九

　
五
四
年
）
。

⑬
宮
津
藩
、
宮
津
県
、
豊
調
県
宮
津
支
庁
時
代
に
、
作
成
、
編
綴
さ
れ
た
文
書
で
、

　
与
謝
郡
役
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
郡
役
所
の
廃
止
に
伴
い
京
都
府
に
移

　
管
さ
れ
、
現
在
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
史
料
名
は

　
『
宮
津
藩
政
記
録
』
。
本
稿
で
使
用
し
た
の
は
、
こ
の
う
ち
の
郡
奉
行
に
よ
る
記

　
録
轡
（
在
方
支
配
に
関
す
る
触
や
郡
奉
行
が
作
成
し
た
意
見
書
な
ど
の
控
書
が
内

　
容
の
中
心
）
で
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
ま
で

　
残
る
㎎
臨
時
留
睡
と
表
紙
書
さ
れ
た
三
冊
の
冊
子
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
一
部
が

　
『
宮
津
市
史
』
史
料
編
二
（
　
九
九
七
年
）
に
翻
刻
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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一九世紀丹後宮津藩の漁政と漁場利用関係（東）

一
　
宮
津
町
漁
師
の
「
特
権
漁
業
縣
と
そ
の
由
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
宮
津
藩
に
お
い
て
「
特
権
漁
業
」
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
は
、
宮
津
城
下
の
猟
師
町
（
現
宮
津
市
字
漁
師
）
に
居
住
し
た
漁
師
（
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

宮
津
町
漁
師
と
表
記
す
る
）
で
あ
る
。
猟
師
町
は
宮
津
湾
最
奥
部
に
位
置
し
、
幕
末
期
に
家
数
一
九
〇
軒
、
小
船
＝
二
〇
艘
を
有
し
、
イ
ナ
ダ
漬

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

漁
、
鰯
地
引
網
漁
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
漁
法
を
行
っ
て
い
た
。
昭
和
八
年
（
…
九
三
一
一
一
）
に
「
旧
藩
時
代
に
於
け
る
漁
業
制
度
の
沿
革
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

付
地
方
庁
に
取
調
を
求
め
て
得
た
る
も
の
を
取
纏
め
た
」
、
『
旧
藩
時
代
の
漁
業
制
度
調
査
資
料
幅
（
以
下
、
講
査
資
料
嚇
と
略
す
）
中
「
京
都

府
与
謝
郡
宮
津
町
」
の
部
に
は
、
当
該
町
（
実
際
に
は
宮
津
町
全
体
の
中
の
猟
師
町
の
み
）
の
漁
業
権
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

　
　
当
筥
津
町
漁
業
単
二
於
テ
ハ
各
種
漁
業
二
特
権
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
往
古
ヨ
リ
漁
業
専
業
ニ
シ
テ
往
昔
藤
本
郡
興
趣
テ
伊
根
、
当
宮
津
ノ
ニ
部
落
、
専
ラ
漁
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回

ヲ
営
ミ
他
ノ
沿
岸
部
落
ハ
農
村
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
若
狭
沿
岸
ヨ
リ
但
馬
沿
岸
迄
沖
合
勝
手
二
漁
業
稼
ギ
来
リ
貸
手
天
正
年
間
漁
場
赦
ト
シ
テ
当
「
漁
師
共
工

　
　
浪
打
際
三
間
帆
影
三
塁
勝
手
次
第
相
可
働
旨
」
褒
美
ト
シ
テ
下
付
セ
ラ
レ
何
レ
ノ
沿
岸
二
出
漁
ス
ル
モ
自
由
ナ
ル
特
権
ヲ
保
持
セ
ル
ニ
近
来
沿
岸
部
落
漁

　
　
業
ヲ
開
始
シ
農
事
ノ
傍
ラ
漁
業
ヲ
営
ミ
タ
ル
ニ
漸
次
沿
岸
専
ラ
漁
業
二
従
事
シ
漁
業
法
発
布
ト
二
二
定
置
漁
業
ノ
増
設
漁
業
者
ノ
激
増
ト
共
二
権
利
ヲ
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
滅
シ
殊
二
地
元
ノ
権
利
ヲ
出
張
シ
稼
場
ノ
狭
膿
ヲ
告
ク
ル
ニ
至
レ
リ

　
右
の
記
載
の
う
ち
、
近
世
の
漁
業
の
様
相
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
傍
線
部
団
・
囮
で
あ
る
。
団
で
は
、
与
謝
郡
内
に
お
い
て
、
伊

根
浦
（
現
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
）
と
宮
津
町
の
二
集
落
は
漁
業
を
専
業
と
し
て
お
り
、
他
の
沿
岸
集
落
が
農
村
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
狭

沿
岸
か
ら
但
馬
沿
岸
ま
で
の
「
沖
合
」
を
勝
手
操
業
し
た
こ
と
、
囮
で
は
、
天
正
年
間
（
　
五
七
三
～
九
二
）
に
「
漁
師
共
工
浪
打
際
三
間
帆
影

三
里
勝
手
次
第
相
可
働
事
」
を
褒
美
と
し
て
下
付
さ
れ
、
「
沿
岸
」
で
の
自
由
な
操
業
「
特
権
」
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

田
中
の
「
沖
合
」
、
囮
申
の
「
沿
岸
」
は
、
近
世
に
お
け
る
沖
と
地
先
と
い
う
漁
場
の
構
造
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
地
先
漁
場
の
利

用
関
係
に
注
目
す
る
本
稿
で
は
、
以
下
、
地
先
漁
場
に
関
す
る
面
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
操
業
範
囲
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
「
浪
打
際
三
問
帆
影
三
里
」
の
「
勝
手
次
第
」
の
操
業
は
、
「
何
レ
ノ
沿
岸
二
出
漁
ス
ル
モ
自
由
」
と
あ
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〈表〉　幕末期の状況

家数（軒） 入口（人） 肴運上（匁） 小船（艘） 石高（石）

猟　師　町 190 130

矢　原　村 22 l11 5．6 25 111 ＊栗田郷

獅　子　村 41 208 11．1 37 275 ＊栗田郷

田　井　村 39 171 5．6 39 196 ＊栗田郷

嶋　陰　村 33 161 8．3 35 150 ＊粟田郷

小田宿野村 93 415 11．5 30 370 ＊栗田郷

中　津　村 72 352 8．3 64 169 ＊栗田郷

上　司　町 108 519 19．3 17 580 ＊栗田郷

小　寺　村 69 291 13．9 12 377 ＊栗田郷

中　　　村 26 102 5 132 ＊栗田郷

脇　　　村 51 218 2．8 8 131 ＊栗田三

新　宮　村 56 246 175 ＊栗田郷

江　尻　村 216 1064 129．3 84 279

＊『京都府与謝郡誌』409～414頁（廃藩豪時の戸数）・同415～420頁（廃藩当
時の人口）・『丹後宮津志雲23頁（猟甕弔町の戸数）・『京都府与謝郡誌』448～453

頁（肴運上）・同265～268頁（文久年間の船数）・匿旧高旧領取調帳」より作成。

る
よ
う
に
、
他
村
の
地
先
漁
場
に
お
い
て
も
自
由
に
操
業
で
き
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
宮
津
町
漁
師
の
漁
業
が
先
行
研
究
に
お
い
て
「
特

権
漁
業
」
と
奮
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
特
権
」
、
す
な
わ
ち
地
先
漁

場
に
お
け
る
広
域
漁
業
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
ち
な
み

に
、
右
の
記
載
は
、
近
代
以
降
に
「
稼
場
ノ
狭
院
」
が
進
行
し
た
と

す
る
が
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
か
つ
て
細
川
に
許
さ

れ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
『
波
打
際
三
間
・
帆
影
三
里
』
的
な
特
権

漁
業
が
、
当
時
代
（
近
世
中
期
…
－
東
田
）
に
は
お
い
お
い
反
撃
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
い
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
、
「
い
わ
ゆ
る
『
特
権
漁
業
』

が
、
当
時
代
（
近
世
末
期
）
で
は
ほ
と
ん
ど
困
難
と
な
っ
て
し
ま
つ

⑨た
」
と
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
退
の
事
実

は
近
世
中
期
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
特
権
」
下
付
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
史
料
は
、
複
数
現

存
す
る
。
結
論
を
先
に
思
え
ば
、
ど
れ
も
史
実
と
し
て
の
確
証
を
得

ら
れ
な
い
で
あ
る
が
、
一
通
り
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
宮
津
町
の
町
名
主
を
務
め
た
三
上
家
に
、
こ
の
天
正
年
間

の
特
権
下
付
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
文
書
の
写
が
現

存
す
る
。

　
　
其
方
共
事
、
致
味
方
辻
番
井
往
還
内
通
、
此
恩
賞
之
印
二
猟
師
共
江
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一九世紀丹後富津藩の漁政と漁場利用関係（東）

　　　　　　　　　　　　　　　　〈関係地図〉

＊5万分の1ゼ宮津市全図」を加工。
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浪
打
際
三
間
帆
影
三
里
勝
手
次
第
相
可
働
旨
褒
美
ト
而
漁
場
赦
之
畢

　
（
一
五
七
八
）

　
天
正
六
戊
寅
十
一
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
藤
孝
　
花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猟
師
共
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
上
家
文
書
第
三
箱
A
l
m
一
三
～
六
一
以
下
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

三
上
家
三
A
…
皿
－
三
　
六
と
略
記
す
る
）

　
宮
津
町
漁
師
が
天
正
六
年
に
細
川
藤
孝
に
「
致
昧
方
」
、
「
漁
場
赦
之
」
さ
れ
た
史
実
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
が
、
元
禄
年
間
（
一
六
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

八
～
～
七
〇
四
）
に
城
下
の
憎
侶
頼
元
の
見
聞
記
と
し
て
成
立
し
た
『
宮
津
旧
記
臨
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
細
斑
忠
興
）

　
　
天
正
六
斎
四
月
、
細
川
藤
孝
公
織
田
信
長
公
6
当
国
　
色
家
臣
滅
被
レ
為
レ
蒙
レ
仰
、
嫡
子
与
一
郎
様
同
道
始
て
入
国
有
レ
之
、
此
時
下
宮
津
猪
ノ
岡
に
陣
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
あ
り
し
と
錐
未
だ
城
館
を
構
え
ず
、
八
幡
山
に
小
前
を
設
け
、
麓
の
辻
に
辻
番
を
置
き
し
所
今
辻
ノ
谷
と
い
ふ
由
村
田
が
家
の
記
に
有
レ
之

　
天
正
六
年
に
入
国
し
た
細
川
氏
が
、
「
辻
番
」
を
置
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
「
辻
番
」
に
従
事
し
た
の
が
、
宮
津
町
漁

師
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
『
宮
津
旧
記
』
中
に
、
「
波
打
際
三
間
」
の
語
を
含
む
別
年
の
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
｝
六
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
（
細
川
忠
興
）

　
　
　
一
、
慶
長
五
年
子
六
月
越
中
守
忠
興
公
関
東
に
被
レ
為
レ
召
御
出
陣
、
野
州
よ
り
御
引
返
し
濃
州
関
ヶ
原
御
転
戦
の
御
留
守
中
、
丹
波
福
知
山
城
主
小
野
木

　
　
　
　
（
霊
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
細
川
藤
孝
）

　
　
　
　
縫
殿
介
馴
田
三
成
の
下
知
に
継
て
丹
後
国
を
被
レ
攻
由
之
聞
え
有
レ
之
、
早
々
幽
斎
公
田
辺
城
へ
御
帰
り
折
返
し
姫
慰
女
房
衆
御
迎
へ
御
帰
之
瑚
、
下

　
　
　
　
宮
津
之
漁
夫
東
本
屋
五
郎
左
衛
…
門
、
甚
右
衛
門
、
新
右
衛
門
、
作
兵
衛
等
と
共
に
御
船
を
守
護
し
て
田
辺
城
へ
奉
レ
送
、
当
座
感
得
褒
美
と
し
て
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
　
刀
一
柄
波
打
際
三
間
御
領
内
勝
手
次
第
立
働
き
御
免
之
御
書
頂
戴
之
由
、
是
も
村
田
が
家
の
記
に
有
レ
之
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
慶
長
五
年
六
月
、
徳
川
家
康
の
上
杉
攻
め
に
従
っ
て
細
川
忠
興
が
関
東
に
出
陣
し
た
後
、
父
藤
孝
が
留
守
を
預
か
っ
て
い
た
。
石
田
三
成
の

命
を
受
け
た
小
野
木
重
次
が
そ
の
間
に
丹
後
に
兵
を
遣
わ
す
。
藤
孝
は
田
辺
（
舞
鶴
一
現
京
都
府
西
舞
鶴
市
）
城
に
女
房
や
姫
君
を
集
め
て
籠
城

す
る
が
、
こ
の
時
護
送
を
担
当
し
た
の
が
「
下
宮
津
之
漁
夫
東
本
屋
五
郎
左
衛
門
、
甚
右
衛
門
、
薪
右
衛
門
、
作
兵
衛
等
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
時
に
当
座
の
褒
美
と
し
て
長
刀
一
柄
と
「
波
打
際
三
問
御
領
内
勝
手
次
第
立
働
き
御
免
之
御
書
」
を
頂
戴
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
御
書
」
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一九世紀丹後宮津藩の漁政と漁場利用関係（東）

の
内
容
は
、
前
掲
の
天
正
六
年
の
細
川
藤
孝
発
給
文
書
の
内
容
と
ほ
ぼ
～
致
す
る
。
一
般
に
、
個
人
に
賜
与
さ
れ
た
恩
給
的
漁
場
は
、
集
落
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

体
の
特
権
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場
合
、
当
初
は
数
名
の
漁
師
に
許
さ
れ
た
特
権
が
宮
津
町
漁
師
全
体
の
特
権
に
転
化
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
右
の
記
載
の
出
典
に
あ
た
る
「
村
田
が
家
の
記
」
の
性
格
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
宮
津
町
漁
師
自
身
の
主
張
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
と
、
「
御
書
」
の
正
文
は
正
徳
年
間
（
…
七
一
一
～
｝
六
）
に
焼
失
し
た
と
さ
れ
、
正
確
な
内
容
は
確
認
で
き
な
い
。

　
あ
え
て
『
調
査
資
料
』
中
の
「
天
正
年
間
」
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
別
の
契
機
も
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
『
宮
津
旧
記
』
中
に
、
「
宮
津
は

庄
名
に
て
今
の
地
は
与
謝
郡
下
宮
津
の
庄
十
ケ
村
の
内
鍛
冶
・
猟
師
両
村
の
地
也
。
上
宮
津
三
ケ
村
下
宮
津
十
ケ
村
の
総
名
な
り
。
（
中
略
）

天
正
八
年
辰
八
月
置
川
兵
部
大
輔
藤
孝
公
入
国
し
て
熱
地
に
舘
を
構
へ
近
郷
の
政
治
を
布
き
、
（
中
略
）
此
時
ま
で
は
鍛
冶
・
猟
師
の
二
村
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

辺
に
並
び
て
在
町
の
如
く
に
て
あ
り
し
と
也
。
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
天
正
六
年
と
年
紀
が
相
違
す
る
が
、
こ
の
記
載
に
従
え
ば
、
宮
津
城

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

下
は
下
宮
津
一
〇
ケ
村
の
内
の
鍛
冶
・
猟
師
の
地
を
取
り
つ
ぶ
し
た
地
で
あ
り
、
宮
津
町
漁
師
は
こ
の
天
正
年
間
の
移
転
に
対
す
る
報
償
と
し

て
細
川
藤
孝
か
ら
「
特
権
」
を
獲
得
し
た
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
る
。

　
右
の
諸
説
に
示
さ
れ
る
細
川
氏
の
動
き
が
史
実
で
あ
っ
て
も
、
特
権
下
付
に
つ
い
て
は
伝
承
の
域
を
出
て
お
ら
ず
、
職
調
査
資
料
』
の
記
載

は
こ
れ
ら
の
伝
承
が
混
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
『
宮
津
旧
記
』
が
執
筆
さ
れ
る
元
禄
期
以
前
に
成
立
し
て
い

た
出
典
の
「
村
田
が
家
の
記
」
に
、
慶
長
五
年
の
細
川
氏
に
よ
る
特
権
下
付
の
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と

も
、
後
年
に
な
る
と
、
「
細
川
家
・
京
極
家
之
御
墨
付
」
（
『
臨
時
留
』
一
嘉
永
二
年
〈
一
八
四
九
〉
二
月
）
と
宮
津
町
漁
師
自
身
が
主
張
す
る
と
い
う

よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
津
町
漁
師
に
と
っ
て
は
旧
領
主
に
よ
る
「
御
墨
付
」
の
下
付
が
「
特
権
漁
業
」
を
保
障
し
て
い
る
と

い
う
点
の
み
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
正
確
な
年
代
や
下
付
の
主
体
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
沿
岸
集
落
の
地
先
漁
場
を
自
由
操
業
で
き
る
と
い
う
広
域
漁
業
権
は
、
漁
師
間
の
漁
場
利
用
関
係
に
注
目
し
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
数
村
入
会

関
係
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
一
般
に
、
そ
の
発
生
原
因
と
し
て
、
①
先
規
・
仕
来
、
②
貢
納
、
③
分
郷
・
分
村
、
④
入
作
・
出
作
、
⑤
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

村
の
協
定
、
⑥
資
源
の
均
衡
保
持
、
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
御
領
内
勝
手
次
第
」
と
あ
る
よ
う
に
、
領
内
全
域
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
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⑫

ら
、
特
定
村
を
相
手
と
す
る
③
・
④
・
⑤
・
⑥
は
考
え
ら
れ
な
い
。
②
の
買
納
に
つ
い
て
も
、
在
方
漁
師
に
は
原
則
と
し
て
村
別
に
肴
運
上
が

課
さ
れ
、
一
部
の
村
に
は
そ
れ
に
加
え
て
蜘
運
上
や
鯨
運
上
上
納
の
義
務
が
あ
っ
た
一
方
、
宮
津
町
漁
師
に
は
、
漁
業
年
貢
が
全
く
課
さ
れ
て

い
な
い
（
〈
表
〉
参
照
）
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の
先
規
・
仕
来
の
み
が
宮
津
町
漁
師
の
他
村
地
先
漁
場

利
用
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
障
す
る
の
が
旧
領
主
に
よ
る
「
御
免
之
御
書
篇
下
付
の
由
緒
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
漁
場
争
論
の
際
の
主
張

か
ら
も
、
宮
津
町
漁
師
が
広
域
漁
業
権
と
こ
の
由
緒
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
っ
と
も
、
在
方
漁
師

の
漁
業
進
出
が
盛
ん
に
な
る
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
は
宮
津
町
漁
師
と
他
の
漁
師
と
が
競
合
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
宮

津
町
漁
師
は
そ
の
由
緒
を
顕
示
す
る
必
要
も
な
く
、
地
先
漁
場
に
お
け
る
広
域
漁
業
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宮
津
町
漁
師
の
、
特
権

下
付
の
年
代
や
主
体
に
奏
す
る
認
識
の
曖
昧
さ
は
、
恐
ら
く
は
こ
の
由
緒
が
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
争
論
に
際
し
て
急
に
持
ち
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
の
一
証
左
で
あ
ろ
う
。

①
猟
師
醇
が
～
局
部
に
区
画
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
る
の
は
近
世
に
入
っ
て

　
約
百
年
が
経
過
し
て
か
ら
に
過
ぎ
ず
、
初
期
に
は
浜
辺
に
散
在
し
て
い
た
と
す
る

　
見
解
も
あ
る
（
中
嶋
利
雄
「
私
の
レ
ポ
ー
ト
恥
〈
非
売
品
〉
、
一
九
九
二
年
）
。
た

　
だ
し
、
本
稿
で
分
析
を
行
う
一
九
世
紀
段
階
で
は
現
字
漁
師
に
集
住
し
て
い
る
。

②
噸
丹
後
宮
津
志
㎞
（
一
九
二
六
年
）
二
三
頁
磯
京
都
府
与
謝
郡
誌
』
（
一
九
二

　
一
二
年
）
二
幅
ハ
五
百
パ
。

③
イ
ナ
ダ
（
鰍
）
は
蜘
の
子
で
、
浮
い
た
草
に
つ
く
性
質
を
利
用
し
て
釣
り
上
げ

　
る
漁
法
。
漁
期
は
六
～
＝
～
月
（
『
京
都
府
の
民
具
隔
三
　
漁
業
〈
京
都
府
立
総

　
合
資
料
館
、
一
九
七
九
年
〉
）
。

④
　
　
噸
京
都
府
漁
業
誌
輪
　
一
　
与
謝
郡
宮
津
町
之
部
（
京
都
府
水
産
講
習
所
、
～
九

　
〇
八
年
）
、
及
び
岩
崎
前
掲
書
。

⑤
噸
旧
藩
時
代
の
漁
業
制
度
調
査
資
料
輪
一
（
農
林
水
産
局
、
一
九
三
四
年
）
巻

　
頭
部
「
小
引
」
。

⑥
コ
漁
業
権
（
漁
業
二
関
ス
ル
特
権
）
ノ
発
生
消
滅
二
関
ス
ル
事
項
」
（
『
調

　
査
資
料
隔
六
七
四
頁
）
。

⑦
原
十
三
は
こ
の
表
現
に
対
し
て
、
「
帆
影
三
里
、
（
中
略
）
の
漁
場
を
も
磯
漁
場

　
と
盒
く
同
一
に
解
す
べ
き
か
、
或
い
は
全
く
別
異
な
観
点
よ
り
見
る
べ
き
を
相
当

　
と
す
べ
き
か
疑
問
で
あ
る
。
扁
（
原
産
殴
書
五
八
～
五
九
買
）
と
し
て
い
る
。
後
述

　
す
る
慶
長
五
年
の
史
料
が
「
波
打
際
三
問
御
領
内
勝
手
次
第
扁
と
あ
り
、
「
帆
影

　
三
里
」
の
文
墨
を
含
ま
な
い
こ
と
か
ら
も
原
の
疑
問
は
も
っ
と
も
で
あ
る
と
思
わ

　
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
羽
原
又
吉
は
「
帆
影
三
里
」
ま
で
を
も
地
先
漁
場
と
解

　
釈
し
て
い
る
（
羽
原
『
日
本
漁
業
経
済
史
』
上
巻
〈
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
〉

　
王
頁
）
。
両
者
の
見
解
は
一
で
は
な
い
が
、
「
浪
打
際
王
間
」
を
地
先
漁
場
と
み
る

　
点
で
は
　
致
し
て
い
る
。

⑧
岩
崎
前
掲
書
＝
九
頁
。

⑨
岩
崎
前
掲
書
一
九
六
頁
。
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一九世紀丹後宮津藩の漁政と漁場利用関係（束）

⑩
三
上
家
は
富
津
城
下
の
河
原
町
（
現
宮
津
市
字
河
原
）
在
の
町
名
主
。
な
お
、

　
文
書
番
号
は
隅
丹
後
国
与
謝
郡
宮
津
一
7
5
頽
屋
三
上
家
古
文
書
目
録
』
（
京
都
府
教

　
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
っ
た
。

⑪
『
丹
後
史
料
叢
書
睡
九
（
名
著
出
版
、
一
九
七
二
年
）
。
『
宮
津
旧
記
腕
は
、
頼

　
元
著
、
宝
永
元
年
（
～
七
〇
四
）
成
立
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
祐
山
、
明
治

　
三
年
（
一
八
七
〇
）
摂
州
補
。
見
聞
の
記
録
で
あ
り
、
信
頼
性
が
高
い
と
い
わ
れ

　
る
。

⑫
コ
宮
津
築
城
知
府
御
開
府
之
事
扁
（
噸
宮
津
旧
記
』
）
。

⑬
同
右
。

⑭
「
細
川
忠
興
軍
功
記
」
（
『
続
群
書
類
従
睡
二
〇
下
）
。

⑮
原
前
掲
書
一
〇
五
頁
。

⑯
「
村
田
が
家
の
記
」
は
現
存
が
確
認
で
き
な
い
が
、
近
世
初
期
の
宮
津
町
の
状

　
況
を
記
し
た
記
録
と
し
て
糊
宮
津
旧
記
隔
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

⑰
『
臨
時
留
』
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
二
月
。

⑱
コ
富
津
築
城
知
購
書
開
府
之
事
」
（
『
宮
津
旧
記
暁
）
。

⑲
丹
後
の
慶
長
検
地
帳
に
は
、
下
宮
津
～
、
九
五
二
石
余
の
石
高
が
記
さ
れ
た
あ

　
と
に
、
「
下
宮
津
島
内
」
と
し
て
椎
崎
・
波
路
・
皆
原
・
山
中
・
添
・
宮
・
田

　
中
・
有
田
の
八
ケ
村
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
（
「
丹
後
の
慶
長
検
地
帳
と
村
名
・

　
村
高
」
〈
『
丹
後
郷
土
資
料
館
報
』
創
刊
号
、
丹
後
郷
土
資
料
館
、
一
九
八
○
年
〉
）
、

　
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
「
永
井
信
濃
守
領
知
郷
村
帳
」
（
『
宮
津
旧
記
瞼
）
に

　
は
、
こ
の
八
ケ
村
に
鍛
冶
町
と
猟
師
町
が
加
わ
っ
て
い
る
。

⑳
「
数
村
に
亘
る
漁
民
が
自
浦
又
は
他
浦
の
地
先
な
る
漁
場
に
、
概
ね
平
等
な
地

　
位
に
て
互
に
入
会
い
漁
業
を
為
す
形
態
」
を
い
い
（
原
前
掲
書
六
五
頁
）
、
「
村
中

　
入
会
（
一
村
専
用
）
」
関
係
（
同
書
六
四
頁
）
や
、
「
或
る
村
の
漁
民
が
他
村
の
漁

　
場
に
、
概
ね
劣
位
な
地
位
に
て
そ
の
他
村
の
漁
民
と
互
に
入
会
い
漁
業
を
為
す
形

　
態
」
で
あ
る
「
他
村
入
会
」
関
係
（
同
害
七
五
頁
）
と
区
別
さ
れ
る
。

⑳
　
原
前
掲
書
六
六
～
七
五
頁
。

⑫
　
定
運
上
で
免
定
に
記
さ
れ
る
。
京
極
氏
の
治
世
期
に
、
領
内
の
漁
獲
物
を
全
て

　
宮
津
に
集
荷
さ
せ
た
と
こ
ろ
多
す
ぎ
て
魚
が
腐
っ
た
た
め
、
現
物
の
か
わ
り
に
銀

　
で
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
岩
崎
英
精
『
丹
後
伊
根
浦
漁
業
史
㎞
〈
伊
根

　
漁
業
協
同
組
合
、
一
九
五
五
年
V
二
一
六
～
二
一
七
頁
）
。

⑳
　
前
者
は
伊
根
浦
三
ケ
村
ほ
か
数
ケ
村
に
課
さ
れ
た
定
運
上
で
免
定
に
記
さ
れ
る
。

　
後
者
は
亀
嶋
村
（
現
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
字
亀
島
）
に
課
さ
れ
、
歩
一
運
上
の

　
形
態
を
と
っ
た
。
購
・
鯨
の
漁
業
権
は
運
上
上
納
村
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

二
　
宮
津
藩
の
漁
場
争
論
解
決
方
法
の
盤
質
と
「
特
権
漁
業
」
の
後
退

　
本
章
で
は
、
一
九
世
紀
の
漁
場
争
論
を
素
材
に
、
宮
津
藩
に
よ
る
漁
場
争
論
解
決
方
法
の
実
態
と
そ
の
特
質
解
明
を
行
う
が
、
そ
の
前
提
と

し
て
、
当
該
藩
の
漁
業
・
漁
村
支
配
の
仕
組
み
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

　
ま
ず
、
漁
師
の
身
分
で
あ
る
が
、
宮
津
町
漁
師
は
町
人
身
分
、
領
内
の
そ
の
他
の
在
方
漁
師
は
百
姓
身
分
で
あ
る
。
身
分
の
相
違
に
応
じ
て
、

支
配
機
構
も
異
な
る
。
前
掲
『
調
査
資
料
』
中
の
「
与
謝
郡
宮
津
町
」
の
部
「
六
　
漁
業
事
務
ヲ
取
扱
フ
役
所
二
関
ス
ル
事
項
」
に
、
「
維
新
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前
事
三
役
所
即
チ
郡
役
所
、
町
役
所
、
御
船
方
ト
テ
奉
行
ノ
手
二
軍
テ
事
務
ヲ
取
扱
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
漁
師
共
ヨ
リ
ノ
差
上
書
類
ハ
名
主
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

手
ヲ
経
由
シ
町
役
所
二
進
達
筆
シ
モ
ノ
ト
思
量
ス
漁
師
共
ノ
争
論
訴
訟
等
二
関
シ
テ
モ
町
奉
行
二
於
テ
処
置
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
」
と
あ
る
よ
う
に
、

町
人
身
分
で
あ
る
宮
津
町
漁
師
か
ら
の
提
出
書
類
は
町
名
主
の
手
を
経
て
町
役
所
に
届
け
ら
れ
、
漁
師
間
の
争
論
は
、
町
奉
行
に
お
い
て
処
理

さ
れ
た
。
右
の
記
載
に
は
「
御
船
方
」
の
関
与
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
本
庄
氏
治
世
期
に
お
け
る
奉
行
衆
の
「
行
政
統
治
方
法
及
び
調
査
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

問
擬
律
の
方
法
」
を
記
し
た
「
三
庁
小
則
」
に
、
「
一
、
廻
船
・
渡
船
、
其
外
論
艘
造
り
立
等
船
一
式
之
儀
者
御
船
奉
行
一
手
に
て
取
扱
、
廻

船
荷
物
押
領
、
井
抜
揚
げ
・
渡
船
乗
沈
め
・
漁
猟
場
出
入
努
々
而
吟
味
糺
黒
い
た
し
候
儀
者
、
町
方
は
町
奉
行
、
在
方
は
郡
奉
行
～
手
に
て
取

扱
可
申
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
船
奉
行
は
一
九
世
紀
段
階
で
は
「
吟
味
職
工
」
の
必
要
の
な
い
船
関
係
の
職
務
を
担
い
、
本
稿
で
対
象
と
す
る

漁
場
争
論
の
審
議
に
は
直
接
は
関
与
し
て
い
な
い
。
一
方
、
右
の
記
載
か
ら
、
百
姓
身
分
で
あ
る
在
方
漁
師
間
の
争
論
は
郡
奉
行
に
よ
っ
て
処

理
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
般
に
、
幕
藩
領
主
の
漁
場
争
論
へ
の
対
応
は
、
旧
慣
尊
重
を
第
一
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。
田
慣
、
す
な
わ
ち
、
先
規
・
仕
来
重
視
の
典
型

的
な
例
は
、
新
規
漁
法
、
及
び
新
規
漁
場
利
用
に
対
す
る
差
し
止
め
で
あ
る
。
宮
津
藩
の
場
合
も
、
一
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
増
加
す
る
漁
場
争

論
の
事
例
を
み
る
と
、
訴
え
ら
れ
る
側
が
宮
津
町
漁
師
で
あ
れ
在
方
漁
師
で
あ
れ
、
新
規
漁
法
・
漁
場
利
用
に
対
し
て
は
差
し
止
め
を
原
則
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
、
新
規
漁
法
・
漁
場
利
用
で
は
な
く
、
数
村
入
会
漁
場
と
し
て
複
数
の
漁
師
が
利
用
し
て
い
る
漁

場
を
め
ぐ
る
争
論
を
素
材
と
し
、
宮
津
藩
の
漁
場
争
論
解
決
方
法
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。

76 （922）

　
（
一
）
　
在
方
漁
師
間
の
漁
場
利
稽
「
規
定
」

　
　
　
　
　
　
⑤

　
ま
ず
、
栗
田
営
内
の
争
論
を
事
例
と
し
て
、
在
方
漁
師
閥
の
漁
場
争
論
へ
の
宮
津
藩
の
対
応
を
み
る
。
在
方
漁
師
は
百
姓
身
分
か
つ
肴
運
上

が
課
せ
ら
れ
、
管
轄
が
同
じ
く
郡
奉
行
で
あ
る
と
い
う
同
一
条
件
下
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
後
述
す
る
栗
田
半
島
北
部
の
紐
ケ
淵
漁
場
（
〈
関
係
地
図
〉
参
照
）
に
お
け
る
宮
津
町
漁
師
と
栗
田
郷
の
田
井
村
（
現
宮
津
市
字
田
井
）
と
の
争
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論
の
最
中
に
、
論
所
で
あ
る
皿
ケ
淵
漁
場
に
同
じ
く
栗
田
郷
の
嶋
陰
村
（
現
宮
津
市
字
島
陰
）
が
網
を
入
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
田
井
村
が
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

該
漁
場
に
お
け
る
自
村
の
先
聖
の
権
利
（
目
先
取
権
）
を
主
張
し
、
嶋
僻
村
が
こ
れ
を
不
服
と
し
て
出
訴
し
た
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
争
論
の
解
決
に
あ
た
っ
て
両
村
間
で
作
成
さ
れ
た
溝
口
証
文
の
冒
頭
に
、
双
方
の
訴
え
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
嶋
陰
村
側
の
主
張
の

中
に
、
文
化
年
間
（
～
八
〇
四
～
一
八
）
に
郷
内
の
中
津
村
（
現
宮
津
市
字
中
津
）
と
小
田
宿
野
村
（
現
宮
津
市
小
田
宿
野
）
問
で
争
わ
れ
た
漁
場
争

論
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
奉
指
上
済
口
証
文
之
事

　
　
訴
訟
方
嶋
陰
欝
訴
上
候
、
栗
事
実
拾
壱
ケ
村
之
義
者
、
慶
長
之
皆
済
一
村
二
而
御
免
定
も
壱
本
頂
戴
相
治
り
来
候
処
、
其
後
分
村
二
相
成
候
処
、
村
々
勝

　
　
手
我
儘
申
立
争
論
出
来
不
穏
趣
二
而
、
既
二
文
化
年
中
中
津
村
与
小
田
宿
野
村
之
空
字
石
崎
鼻
茸
申
所
二
お
み
て
、
ま
さ
網
望
事
争
論
二
相
成
、
御
裁
許

　
　
済
二
相
成
候
節
、
両
様
拝
栗
田
郷
村
々
江
御
規
定
被
　
仰
書
、
一
同
奉
駕
御
請
書
差
上
、
何
事
も
一
村
嗣
様
相
治
り
候
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
時
留
曽
文
久
元
年
一
〇
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
栗
田
郷
は
慶
長
検
地
の
頃
に
粟
田
村
と
い
う
一
村
で
あ
り
、
後
に
＝
ヶ
村
に
分
村
し
た
。
分
村
を
契
機
に
、
数
村
入
会
関
係
が
発
生
し
た

事
例
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
轟
々
が
勝
手
我
が
儘
を
主
張
し
争
論
が
起
こ
り
、
穏
や
か
で
は
な
い
状
況
と
な
る
。
そ
の
争
論
の
一
つ
が
、
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

年
間
に
発
生
し
た
、
隣
接
す
る
中
津
・
小
田
宿
六
両
掛
間
の
石
崎
鼻
漁
場
（
〈
関
係
地
図
〉
参
照
）
に
お
け
る
ま
さ
網
の
先
網
の
権
利
を
め
ぐ
る

も
の
で
あ
る
。
ま
さ
網
は
、
こ
の
済
ロ
証
文
の
後
半
部
分
に
「
鰺
ま
さ
網
」
と
表
記
さ
れ
、
ま
た
、
「
先
網
曳
取
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鰺
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

対
象
と
す
る
引
網
漁
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
嶋
陰
村
の
主
張
の
後
半
部
分
は
、
こ
の
文
化
期
の
争
論
に
お
い
て
「
栗
田
郷
村
々
江
」
「
被
　
仰
出
」
た
「
御
規
定
」
を
田
井
村
も
遵
守
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
「
被
　
仰
視
」
の
主
体
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
郡
奉
行
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
「
御
規
定
」
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
何
れ
之
村
方
二
而
も
家
下
之
外
者
入
会
稼
相
、
一
村
達
而
勝
手
二
先
網
曳
取
印
面
不
相
成
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
油
日
』
一
文
久
元
年
｝
○
月
）

77 （923）



　
論
所
石
崎
豊
漁
場
は
、
右
の
「
御
規
定
」
中
の
「
家
下
之
外
」
に
あ
た
る
。
「
上
下
」
は
地
先
漁
場
の
う
ち
、
字
義
通
り
家
昌
集
落
の
前
面

の
漁
場
を
指
す
と
解
釈
で
き
る
。
ど
の
村
で
あ
ろ
う
と
も
「
家
務
」
漁
場
以
外
は
入
会
で
、
～
村
が
強
い
て
勝
手
に
先
網
を
引
い
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
郡
奉
行
が
、
地
先
漁
場
を
「
上
下
」
と
「
家
下
之
外
」
と
に
区
分
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
右
の
規

定
は
、
地
元
村
に
は
「
豊
里
」
漁
場
に
お
い
て
先
網
を
引
く
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
漁
場
を
区
分
し
た
う
え

で
、
「
家
下
之
外
」
漁
場
は
先
網
の
勝
手
引
を
認
め
ず
、
「
家
倉
」
漁
場
に
関
し
て
は
先
網
の
権
利
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
先
漁
場
に
、

先
網
の
権
利
の
有
無
を
伴
っ
た
「
家
下
」
漁
場
と
「
家
下
之
外
」
漁
場
と
い
う
区
分
を
導
入
し
て
い
る
点
は
、
宮
津
藩
独
自
の
漁
場
認
識
を
示

す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
こ
の
規
定
を
栗
田
郷
の
漁
師
が
受
け
入
れ
、
守
る
べ
き
「
御
規
定
」
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
文
久
年
年
に

雪
釣
村
が
、
田
井
村
の
「
貰
下
」
漁
場
に
該
当
し
な
い
皿
ケ
淵
漁
場
を
「
往
古
よ
り
入
会
進
退
場
所
」
（
三
時
留
』
”
文
久
元
年
一
〇
月
）
と
認
識

し
て
い
る
事
実
は
、
争
論
の
後
に
こ
の
「
御
規
定
」
が
、
栗
田
郷
内
に
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

78　（924）

　
（
二
）
　
「
特
権
漁
業
」
の
後
退

　
数
村
入
会
漁
場
を
め
ぐ
る
在
方
漁
師
間
の
漁
場
争
論
に
お
け
る
郡
奉
行
の
対
応
は
、
先
網
の
権
利
の
有
無
を
伴
っ
た
「
家
下
」
・
「
家
下
之

外
」
と
い
う
漁
場
の
区
分
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
次
に
、
宮
津
町
漁
師
と
在
方
漁
師
と
の
数
村
入
会
漁
場
に
お
け
る
漁
場
争
論
に
際
し
、
宮
津

藩
が
と
っ
た
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
前
者
は
町
人
、
後
者
は
百
姓
と
い
う
身
分
、
及
び
管
轄
奉
行
の
相
違
が
あ
り
、
か

つ
、
肴
運
上
上
納
義
務
の
有
無
の
相
違
が
あ
る
。
当
該
藩
で
は
、
町
方
と
在
方
間
の
訴
状
の
取
り
扱
い
は
基
本
的
に
出
訴
側
の
奉
行
が
担
当
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
が
、
吟
味
は
月
番
三
奉
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
臨
時
留
』
を
見
る
と
、
用
人
を
通
し
て
奉
行
が
意
見
書
を
提
出
す
る
シ
ス
テ
ム

が
存
在
し
、
町
・
郡
両
奉
行
の
意
見
を
汲
ん
だ
上
で
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
漁
場
争
論
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

条
件
の
異
な
る
両
漁
師
の
間
で
漁
場
争
論
が
発
生
し
た
場
合
、
両
奉
行
が
合
意
し
、
か
つ
、
両
漁
師
を
共
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
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た
解
決
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
宮
津
町
漁
師
と
在
方
漁
師
間
の
数
村
入
会
漁
場
で
の
権
利
を
め
ぐ
る
争
論
の
う
ち
、
こ
の
種
の
争
論
の
初
発
は
、
天
保
＝
二
年
（
　
八
四
二
）

で
あ
る
。
栗
田
半
島
先
端
の
田
井
村
の
地
先
漁
場
に
あ
た
る
皿
ケ
淵
漁
場
に
お
け
る
先
網
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
、
宮
津
町
漁
師
が
田
井
村
を
相

手
に
訴
訟
を
起
こ
す
。
漁
法
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
「
引
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鰺
ま
さ
網
と
同
様
に
、
引
網
の
～
種
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
一
一
月
の
「
裁
許
請
書
」
に
よ
れ
ば
、
争
論
の
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
其
方
共
儀
（
漁
師
町
・
田
井
村
双
方
の
関
係
者
）
去
ル
翌
年
（
天
保
十
三
年
）
以
来
田
井
村
地
先
論
難
ケ
淵
ト
申
漁
場
ニ
テ
先
網
曳
ノ
義
二
付
積
年
争
論

　
　
有
之
、
難
渋
ノ
趣
町
漁
師
共
ヨ
リ
及
出
訴
候
引
付
、
則
田
井
村
町
漁
師
共
双
方
呼
出
相
即
候
処
、
双
方
共
証
拠
証
跡
ト
警
備
無
渋
難
レ
モ
申
伝
而
已
ノ
儀

　
　
申
立
候
計
二
付
、
田
井
村
ノ
義
ハ
地
先
ノ
義
、
漁
師
事
誤
本
業
ノ
訳
ヲ
以
テ
去
秋
已
来
大
庄
屋
名
主
共
為
立
入
先
網
曳
義
隔
日
ノ
処
ヲ
以
テ
下
済
為
取
曖

　
　
置
候
処
、
（
原
文
そ
の
ま
ま
引
用
、
読
点
の
み
筆
者
）

　
両
漁
師
の
主
張
に
対
し
て
、
奉
行
側
は
、
ま
ず
、
双
方
と
も
証
拠
が
な
く
、
ど
ち
ら
も
「
申
伝
」
の
み
を
主
張
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

後
年
の
史
料
に
は
、
こ
の
「
申
伝
」
の
内
容
が
「
猟
師
島
陰
御
免
之
猟
師
二
付
何
れ
二
而
も
先
網
差
入
候
仕
来
を
申
立
、
田
井
村
者
先
々
6
先

言
差
入
来
候
旨
」
（
『
臨
時
留
書
嘉
永
二
年
〈
一
八
四
九
〉
二
月
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
津
町
漁
師
は
、
旧
領
主
か
ら
漁
業
特
権
を
与
え
ら
れ
た

と
い
う
由
緒
に
基
づ
く
「
仕
来
」
で
あ
る
こ
と
を
先
導
の
権
利
の
根
拠
と
し
、
田
井
村
は
「
先
々
6
」
と
慣
行
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で

あ
る
。
競
合
が
な
い
頃
は
、
両
漁
師
と
も
何
の
問
題
も
な
く
自
由
に
網
を
引
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
慣
行
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
宮
津
町
漁
師
は
、
そ
の
「
仕
来
」
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
由
緒
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
「
裁
許
請
書
」
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
奉
行
側
は
宮
津
町
漁
師
の
由
緒
を
編
網
の
権
利
の
根
拠
と
し
て
認
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
田
井
村
に
対
し
て
も
、
た
と

え
慣
行
で
あ
る
と
主
張
し
て
も
証
拠
が
な
い
場
合
は
認
め
な
い
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
結
局
、
大
庄
屋
や
町
名
主
を
如
上
と
し
て
、
両

漁
師
に
対
し
て
隔
日
に
先
網
の
権
利
を
認
め
る
と
い
う
方
向
で
内
済
が
す
す
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
判
断
の
根
拠
に
な
っ
た
の
が
、
「
田
井
村
ノ
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長
潮
地
先
ノ
義
、
漁
師
町
ハ
本
業
ノ
訳
」
で
あ
る
。
田
井
村
に
対
し
て
は
皿
ケ
淵
漁
場
が
「
地
先
」
漁
場
に
あ
た
る
こ
と
、
宮
津
町
漁
師
に
対

し
て
は
「
本
業
」
で
あ
る
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
地
先
」
漁
場
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
元
村
で
あ
る
田
井
村
の
先
網
の
権
利
を
認
め
る
奉
行
側
の
態
度
は
、
や
は
り
「
山
野
海
川
入
会
」

規
定
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
弘
化
元
年
（
～
八
四
四
）
に
宮
津
町
漁
師
が
こ
の
内
済
案
に
対
し
て
作
成
し
た
請
書
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
奉
行
側
の
対
応
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
奉
指
上
一
札
之
事

　
　
皿
ケ
淵
漁
場
之
儀
二
付
先
達
而
乍
異
類
訴
訟
奉
申
上
製
処
、
此
度
御
上
様
6
御
指
図
下
縫
下
歯
付
候
御
趣
意
左
之
通

　
　
　
一
、
皿
ケ
淵
之
義
先
隣
之
論
所
期
有
之
候
得
者
、
隔
日
二
相
極
メ
当
日
目
方
二
極
先
網
引
候
而
可
然
、
尤
後
出
之
義
者
勝
手
次
第
鋼
重
二
候

　
　
　
一
、
田
井
村
家
前
之
義
者
仮
令
町
漁
師
受
取
い
た
し
居
候
共
、
田
井
村
6
網
出
し
候
確
者
家
前
之
義
二
付
随
井
村
二
塁
網
入
可
申
、
乍
併
田
井
村
6
網
出

　
　
　
　
し
不
申
候
節
者
、
町
漁
師
本
業
之
義
二
付
昼
夜
曇
勝
手
二
相
働
可
申
、
右
之
外
田
井
村
地
先
出
処
者
、
場
取
順
二
先
網
引
候
而
立
然
、
万
一
落
合
候

　
　
　
　
節
者
、
皿
ケ
浜
隔
日
二
准
し
当
日
之
方
二
而
先
網
引
候
而
可
然

　
　
　
　
　
　
但
、
後
網
之
義
者
右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
の
旨
承
る
と
の
請
文
言
を
省
略
す
る
）

　
　
　
（
1
1
弘
化
元
年
）

　
　
　
天
保
十
五
辰
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
）
⑮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
網
音
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
上
家
三
A
－
m
l
三
二
三
）

　
論
壇
で
あ
る
瓢
ケ
淵
漁
場
、
「
田
井
村
家
前
」
漁
場
、
「
白
革
外
田
井
村
地
先
」
漁
場
の
三
つ
に
漁
場
が
区
分
さ
れ
て
い
る
。
甲
所
皿
ケ
淵
漁

場
に
つ
い
て
は
隔
日
に
先
網
を
引
く
と
い
う
一
条
目
が
、
こ
の
争
論
の
直
接
の
解
決
方
法
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
以
後
に
も
同
種
の
争
論
が
予

想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
も
し
く
は
実
際
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
加
え
て
二
条
目
で
、
論
所
で
は
な
い
甑
ケ
淵
漁
場
以
外
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の
田
井
村
の
地
先
漁
場
に
つ
い
て
も
利
用
規
定
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
田
井
村
「
配
当
」
漁
場
の
場
合
は
、
た
と
え
宮
津
町
漁
師
が
場
所
取

り
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
田
井
村
が
網
を
出
す
場
合
は
「
家
前
」
漁
場
で
あ
る
た
め
田
井
村
が
先
網
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
田
井
村
が

網
を
出
さ
な
い
時
に
は
、
「
本
業
」
に
つ
き
宮
津
町
漁
師
が
自
由
に
操
業
で
き
る
と
あ
る
。
「
家
蚕
」
は
字
義
通
り
集
落
の
前
面
の
漁
場
の
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
先
述
し
た
文
化
年
間
の
栗
田
郷
の
「
御
規
定
田
中
の
「
家
下
」
・
漁
場
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の

田
井
村
の
地
先
漁
場
は
、
場
所
取
り
を
し
た
順
番
に
断
雲
を
引
き
、
万
一
落
ち
合
っ
た
場
合
に
は
、
論
所
阻
ケ
淵
漁
場
で
の
網
の
順
序
に
準
じ

て
引
く
と
し
て
い
る
。
な
お
、
全
て
の
漁
場
に
お
い
て
、
後
網
に
つ
い
て
は
勝
手
次
第
と
あ
る
。

　
右
の
内
済
案
か
ら
指
摘
で
き
る
奉
行
側
の
対
応
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
一
点
目
は
、
留
所
皿
ケ
淵

漁
場
に
お
け
る
先
網
の
権
利
を
平
等
に
確
保
し
、
隔
日
と
い
う
方
法
で
処
理
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
地
先
漁
場
を
「
老
前
」
漁
場

と
そ
れ
以
外
の
漁
場
と
に
区
分
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
家
前
」
漁
場
に
つ
い
て
は
、
地
元
村
で
あ
る
田
井
村
の
先
網
は
、
た

と
え
他
の
漁
師
が
場
所
取
り
を
し
て
い
た
と
し
て
も
優
先
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
芸
所
皿
ケ
淵
漁
場
及
び
「
家
前
」
漁
場
以
外
の
地

先
漁
場
は
、
た
と
え
地
元
村
の
田
井
村
で
あ
っ
て
も
優
先
権
を
与
え
ず
場
所
取
り
の
順
と
し
、
万
一
落
ち
合
っ
た
場
合
に
は
皿
ケ
淵
漁
場
の
先

網
に
準
ず
る
と
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
宮
津
町
漁
師
と
田
井
村
漁
師
の
権
利
と
を
同
等
と
し
て
い
る
。
地
元
村
の
優
先
権
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
「
家
前
」
漁
場
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
掲
「
裁
許
請
書
」
で
は
、
掴
所
が
「
地
先
」
漁
場
で
あ
る
こ
と
が
田
井
村
の
先
網
の
権

利
の
根
拠
と
さ
れ
、
奉
行
側
が
「
山
野
海
川
入
会
」
規
定
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
右
の
請
書
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
必
ず
し
も
「
地
先
」
漁
場
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
全
面
的
に
優
先
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
家
前
」
漁

場
に
お
け
る
地
元
村
の
優
先
に
こ
の
内
済
案
の
特
徴
が
あ
る
。
三
点
目
は
、
田
井
村
が
網
を
出
さ
な
い
時
と
い
う
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
、

「
本
業
」
を
理
由
に
、
田
井
村
の
「
家
前
」
漁
場
で
の
宮
津
町
漁
師
の
自
由
操
業
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
裁
許
請
書
」
で
み
た
よ
う

に
、
論
所
皿
ケ
淵
漁
場
に
お
け
る
隔
日
の
先
網
の
権
利
の
根
拠
も
、
同
様
に
「
本
業
」
で
あ
っ
た
。

　
二
点
目
に
指
摘
し
た
漁
場
の
区
分
は
、
文
化
年
間
の
栗
田
郷
の
争
論
に
お
い
て
も
同
様
に
み
ら
れ
た
解
決
法
で
、
奉
行
側
は
猛
暑
も
同
様
に
、
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「
家
前
」
漁
場
に
お
け
る
地
元
村
の
優
先
に
よ
っ
て
地
元
村
に
あ
た
る
田
井
村
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
一
方
で
、
三
点
目
に
指
摘
し
た

「
本
業
」
と
い
う
論
理
で
も
っ
て
、
宮
津
町
漁
師
の
操
業
を
保
障
す
る
。
奉
行
側
は
、
両
漁
師
の
操
業
を
と
も
に
保
障
し
な
が
ら
、
以
後
の
争

論
を
回
避
す
る
た
め
に
、
地
元
村
に
対
す
る
「
婚
前
」
漁
場
の
優
先
利
用
を
伴
っ
た
漁
場
の
区
分
と
、
「
本
業
」
と
い
う
二
つ
の
規
準
を
導
入

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
宮
津
町
漁
師
の
地
先
漁
場
に
お
け
る
広
域
漁
業
権
は
、
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
部
分
的
に
保
障
さ
れ
た
権
利

も
、
奉
行
側
が
彼
ら
の
由
緒
を
無
根
拠
と
し
て
退
け
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
保
障
の
根
拠
は
「
御
免
之
漁
師
」
で
あ
る
こ
と
で

は
な
く
、
「
本
業
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
内
済
案
に
沿
っ
て
争
論
が
解
決
し
よ
う
と
し
た
直
後
に
、
宮

津
町
漁
師
が
田
井
村
漁
師
を
打
郷
す
る
事
件
が
起
こ
り
、
懲
罰
的
な
意
味
合
い
を
こ
め
て
、
論
所
皿
ケ
淵
漁
場
の
餅
網
権
は
、
田
井
村
に
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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①
『
調
査
資
料
触
六
七
五
頁
。

②
嘉
永
元
～
五
年
（
一
八
四
八
～
一
八
五
二
）
に
か
け
て
成
立
し
た
奉
行
衆
の
心

　
過
書
。
「
三
（
寺
社
・
町
・
郡
）
奉
行
申
合
之
心
得
書
」
と
表
題
が
つ
け
ら
れ
て

　
い
る
が
、
『
与
謝
郡
誌
葱
三
〇
王
⊥
二
六
一
頁
に
は
、
「
三
庁
小
則
」
と
し
て
掲
載

　
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
以
下
、
「
王
庁
小
則
」
と
表
記
す
る
。
な
お
原
本
は

　
噸
宮
津
藩
政
記
録
撫
一
〇
で
あ
る
。

③
二
野
瓶
前
掲
論
文
。

④
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
八
月
の
江
尻
村
（
現
宮
津
市
字
江
尻
）
・
宮
津
町
の

　
里
…
崎
以
北
で
の
イ
ナ
ダ
漬
漁
の
差
し
止
め
（
岩
崎
前
掲
番
～
五
七
頁
）
や
、
文
化

　
一
一
年
（
一
八
一
四
）
春
の
岩
ケ
鼻
村
（
現
宮
津
市
字
岩
ケ
鼻
）
の
鰯
差
網
の
差

　
し
止
め
（
岩
崎
前
掲
書
＝
ハ
四
頁
）
等
の
事
例
が
あ
る
。

⑤
栗
田
半
島
（
〈
関
係
地
図
〉
参
照
）
部
の
脇
・
中
・
新
宮
・
小
寺
・
上
司
・
中

　
津
・
小
篇
宿
野
・
鴫
陰
・
田
井
・
矢
原
・
獅
子
（
そ
れ
ぞ
れ
現
宮
津
市
字
脇
・
申

　
村
・
薪
宮
・
小
毒
・
上
司
・
中
津
・
小
田
宿
野
・
島
陰
・
濁
井
・
矢
原
・
獅
子
）

　
の
一
～
ケ
村
か
ら
成
る
。

⑥
正
確
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
宮
津
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
室
の
ご
教
示
を
得

　
た
。

⑦
「
先
網
扁
は
史
料
用
語
で
あ
る
が
、
余
り
用
例
は
確
認
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、

　
「
先
網
」
で
は
な
い
が
、
㎎
宇
和
島
藩
・
吉
田
藩
漁
村
経
済
史
料
㎞
（
『
日
本
常
民

　
生
活
資
料
叢
書
隔
二
二
〈
三
一
書
房
、
～
九
七
三
年
〉
）
中
の
語
彙
説
明
の
項
に

　
「
前
網
代
」
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
＝
つ
の
網
代
に
二
つ
の
網
が
来
た
時
何

　
れ
が
前
網
代
か
、
即
ち
先
取
権
は
何
れ
に
あ
り
ゃ
と
い
ふ
場
合
に
も
商
い
ら
れ

　
る
扁
と
あ
り
、
「
先
史
」
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
前
網
代
」
に

　
関
し
て
は
山
下
堅
太
郎
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
山
下
氏
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

⑧
『
臨
時
留
』
文
久
元
年
～
○
月
。

⑨
延
宝
三
年
置
エ
ハ
七
五
）
一
二
月
置
「
永
井
信
濃
守
領
知
郷
村
帳
」
（
『
宮
津
旧
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記
㎞
五
二
一
～
五
四
三
頁
）
の
段
階
で
分
村
が
確
認
で
き
る
。

⑲
正
確
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
富
津
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
室
の
ご
教
示
を
得

　
た
◎

⑪
宮
津
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
室
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
「
ま
さ
」
と
は
時
問

　
帯
を
意
味
し
、
現
在
も
栗
田
で
は
ち
ょ
う
ど
臼
出
と
日
入
の
頃
に
、
そ
れ
ぞ
れ

　
「
朝
の
ま
さ
網
」
と
「
夕
方
の
ま
さ
網
」
を
引
く
と
い
う
。
地
引
網
漁
で
、
鰺
や

　
鰯
、
シ
ロ
メ
（
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
子
）
を
獲
る
。

⑫
　
小
田
宿
野
薩
有
文
書
（
噸
筥
津
市
史
隔
史
料
編
三
、
一
九
九
九
年
）
に
、
文
化

　
二
年
（
一
八
〇
五
）
五
月
付
の
中
津
村
と
の
「
ま
さ
網
引
」
争
論
解
決
時
の
請
書

　
が
残
っ
て
い
る
。
論
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
佛
渡
偏
の
内
容
が
問
義
で
あ
る
た

　
め
、
恐
ら
く
は
石
崎
鼻
を
塁
壁
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
に
は
、
「
伸

　
渡
」
の
主
体
が
郡
奉
行
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

⑬
ヨ
汚
小
膝
」
。

⑭
岩
崎
『
京
都
府
盛
｝
七
〇
一
一
七
一
頁
掲
載
史
料
。

⑮
差
出
の
「
網
音
頭
」
は
網
親
方
で
あ
り
、
網
子
を
統
括
し
て
い
た
。
宮
津
町
漁

　
師
の
操
業
組
織
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

⑯
岩
崎
『
京
都
府
』
一
七
〇
～
一
七
一
頁
掲
載
史
料
。

三
　
宮
津
藩
に
お
け
る
漁
業
の
位
置
付
け
と
漁
場
利
用
関
係

　
（
一
）
　
在
方
漁
業
1
1
「
余
業
」
論
の
登
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
営
津
町
漁
師
の
操
業
の
保
障
の
た
め
に
藩
が
持
ち
出
し
た
「
本
業
」
と
い
う
語
は
、
「
本
格
的
な
わ
ざ
。
ま
た
、
そ
の
人
の
本
来
の
職
業
。
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
町
漁
師
本
業
之
義
二
付
」
と
い
う
表
現
は
、
宮
津
町
漁
師
が
漁
業
を
専
業
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
内
済
に
際
し
て
漁
場
の
区
分
と
「
本
業
」
と
い
う
二
つ
の
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も

田
井
村
・
宮
津
蓼
藍
漁
師
の
操
業
を
そ
れ
ぞ
れ
保
障
し
、
か
つ
、
両
漁
師
を
と
も
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
論
理
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
在
方
漁
師
が
自
村
地
先
か
ら
の
排
除
を
主
張
す
る
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
た
宮
津
町
漁
師
は
、
次
の
願
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
本
業
」
の
語
を
異
な
る
意
味
合
い
で
用
い
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
猟
師
町
漁
業
之
儀
者
慶
長
已
来
6
御
免
飛
躍
、
何
れ
之
浦
々
二
而
茂
無
運
上
二
而
漁
業
い
た
し
来
判
者
、
鯉
川
家
・
京
極
家
僕
御
墨
付
茂
有
之
候
処
、
正

　
　
　
徳
年
中
焼
失
い
た
し
早
掻
と
も
ホ
今
無
故
障
相
稼
来
候
処
、
近
来
隈
々
漁
師
共
追
々
二
総
数
相
殖
シ
、
村
前
地
先
杯
与
申
立
妨
い
た
し
候
二
付
、
已
来
御

　
　
　
領
内
浜
手
之
分
ハ
、
何
れ
江
栢
越
黙
黙
余
業
勝
者
網
入
不
章
節
者
、
本
業
甘
露
呼
付
先
議
差
入
虚
器
被
仰
付
度

83 （929）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
時
留
智
慕
永
工
年
〈
一
八
四
九
〉
一
一
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
組
ケ
淵
漁
場
の
争
論
以
後
、
「
村
前
地
先
杯
与
申
立
悪
い
た
」
す
在
方
漁
師
の
妨
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
、
霞
網
の
権
利
を
藩
に
保
障
さ
せ

よ
う
と
し
て
提
出
し
た
願
書
で
、
特
に
特
定
の
在
方
漁
師
を
争
論
相
手
と
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
宮
津
町
漁
師
は
、
皿
ケ
淵
漁
場

争
論
で
の
内
済
案
で
は
、
「
男
前
」
漁
場
以
外
の
地
先
漁
場
で
地
元
村
と
同
等
の
権
利
が
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
操
業
が
実
際
に
は
難
し
く
な

っ
て
き
て
い
る
状
況
が
う
か
が
え
る
。
「
余
業
導
者
網
入
不
申
節
」
と
い
う
条
件
つ
き
で
は
あ
る
が
、
「
浜
手
之
分
ハ
、
何
れ
江
相
越
皇
土
」
と

あ
る
よ
う
に
、
皿
ケ
淵
漁
場
争
論
時
の
内
済
案
に
見
ら
れ
た
、
漁
場
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
関
係
を
解
消
し
、
一
律
に
地
先
漁
場
を
利
用
し
よ

う
と
す
る
要
求
で
あ
る
。

　
右
の
願
書
の
申
で
、
宮
津
町
漁
師
は
広
域
漁
業
権
の
根
拠
と
し
て
旧
領
主
よ
り
の
「
御
墨
付
」
の
下
付
の
由
緒
を
記
し
、
そ
の
上
で
、
先
網

の
権
利
の
根
拠
と
し
て
「
本
業
」
の
語
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
自
ら
の
漁
業
を
「
本
業
」
と
し
、
在
方
漁
師
の
漁
業
を

「
余
業
」
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
皿
ケ
淵
漁
場
争
論
で
は
、
宮
津
町
漁
師
の
主
張
に
「
本
業
」
・
「
余
業
」
の
語
は
み
ら
れ
ず
、
内
済
に
際
し
て

「
本
業
」
と
い
う
語
を
持
ち
出
し
た
の
が
奉
行
側
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
宮
津
町
漁
師
自
身
が
、
先
網
の
権
利
の
根
拠
と
し
て

「
本
業
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
漁
師
で
あ
る
在
方
漁
師
を
「
余
業
仁
者
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
漁
業
を
「
本
業
」
と
す
る
自
町
の
漁
業
権
に
優
位
性
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
後
年
の
史
料
に
な
る
が
、
文
久
元
年
（
～
八
六
一
）
、
郡
奉
行
が
、
次
の
よ
う
に
幕
末
期
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　
近
年
追
々
二
相
流
れ
、
在
家
二
而
商
業
盛
二
相
成
候
故
、
町
歴
6
ハ
大
体
之
本
末
を
相
唱
、
霞
網
弘
化
度
田
井
村
・
猟
師
町
漁
場
出
入
之
節
、
本
業
・
余

　
　
業
を
以
相
争
ひ
、
其
後
も
猟
師
ハ
外
村
々
江
相
対
し
候
而
も
漁
業
本
業
与
之
心
得
方
二
付
度
々
争
論
も
有
之
候
　
　
（
『
臨
時
留
』
”
文
久
元
年
＝
頁
）

　
町
方
の
唱
え
る
「
大
体
之
本
末
」
と
は
、
生
業
に
対
す
る
「
本
業
」
と
「
余
業
」
の
区
別
の
こ
と
を
指
す
。
ま
た
、
弘
化
期
（
一
八
四
四
～

四
八
）
の
漁
場
出
入
と
は
、
打
郷
事
件
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
皿
ケ
淵
漁
場
に
お
け
る
立
網
の
権
利
の
復
活
を
求
め
る
宮
津
町
漁
師
の
訴
え
を
指

す
。
こ
こ
で
は
、
在
方
に
お
い
て
商
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
当
該
期
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
、
町
方
が
「
本
業
」
と
い
う
語
を
自
ら
の

84 （930）
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優
位
性
の
根
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
幕
末
期
に
は
同
一
種
の
生
業
を
め
ぐ
る
在
方
と
町
方
と
の
争
論
が
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ば
し
ば
起
こ
っ
て
お
り
、
町
方
が
在
方
の
生
業
を
「
余
業
」
と
位
置
づ
け
、
自
ら
の
生
業
の
優
位
性
を
主
張
す
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。
右
に

あ
げ
た
嘉
永
期
の
宮
津
町
漁
師
の
願
書
は
、
同
様
の
動
き
の
早
い
時
期
の
事
例
と
い
え
る
が
、
弘
化
期
に
既
に
「
本
業
・
余
業
を
以
降
争
」
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
掲
天
保
一
五
年
（
翻
弘
化
元
年
）
の
内
済
案
に
お
い
て
、
奉
行
側
が
操
業
の
保
障
の
た
め
に
用
い
た
「
本
業
」
の
語

を
、
宮
津
町
漁
師
が
す
ぐ
さ
ま
自
ら
に
都
合
良
く
解
釈
し
、
「
余
業
」
の
語
と
紺
に
し
て
提
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ち
な
み
に
、
宮
津
町
漁
師
が
在
方
漁
師
の
漁
業
を
「
余
業
」
と
す
る
こ
と
に
は
、
当
該
藩
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
そ
も
、
こ
の
「
余
業
」
の
語
は
、
在
方
の
縮
緬
業
（
い
わ
ゆ
る
丹
後
縮
緬
業
）
に
対
す
る
抑
制
の
論
理
と
し
て
宮
津
藩
が
用
い
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
在
方
に
縮
緬
業
が
導
入
さ
れ
る
の
は
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
三
六
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
寛
永
年
間
（
一
六
【
西
～
四
四
）
の
城
下
町
建

設
に
際
し
て
、
そ
の
経
営
の
た
め
、
ま
た
、
農
民
を
自
給
経
済
に
固
定
し
て
お
く
た
め
に
、
従
来
与
謝
郡
加
悦
谷
地
方
を
中
心
と
し
て
営
ま
れ

て
き
た
絹
織
業
1
1
丹
後
絹
を
城
下
に
集
中
さ
せ
る
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
絹
織
業
を
城
下
町
に
吸
収
さ
れ
た
当
地
方
で
、
家
業

の
助
け
と
し
て
京
都
西
陣
か
ら
導
入
さ
れ
た
の
が
縮
緬
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
在
方
が
自
ら
の
経
済
的
成
長
を
求
め
て
、
自
ら
の
手
に
よ
っ

て
は
じ
め
た
商
品
生
産
で
あ
り
、
当
初
か
ら
領
主
経
済
と
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
安
永
四
年
（
～
七
七
五
）
の
触
に
は
、

　
　
御
領
分
の
村
々
百
姓
共
農
耕
第
一
の
儀
に
し
て
、
余
業
に
不
可
相
重
事
に
て
近
年
縮
緬
を
織
り
、
農
耕
の
後
れ
自
然
と
不
作
致
し
候
儀
有
之
旨
粗
ぼ
相
聞

　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
へ
不
届
の
至
り
（
原
文
マ
マ
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
在
方
縮
緬
業
が
明
確
に
「
余
業
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
在
方
の
縮
緬
業
を
「
余
業
」
と
し
て
抑
制
す
る
こ
の
触
の
背
景
に
は
、
町
方
の
経
済
保
護
、
及
び
「
農
耕
第
一
」
と
い
う
文
言
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
農
業
を
「
本
業
」
と
み
る
農
本
思
想
が
看
取
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
幕
末
期
に
漁
業
だ
け
で
な
く
様
々
な
生
業
に
お
い
て
、

揃
っ
て
「
本
業
」
・
「
余
業
」
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
近
世
中
期
以
降
の
藩
の
在
方
縮
緬
業
抑
制
策
が
そ
の
理
念
を
領
内
に
浸
透
さ
せ
、

自
身
の
生
業
保
護
に
と
っ
て
有
効
な
論
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
町
方
に
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
皿

85 （931）



ケ
淵
漁
場
争
論
に
お
け
る
宮
津
町
漁
師
の
操
業
の
保
障
の
た
め
に
「
本
業
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
在
方
漁
師
の
漁
業
の
抑
制
の
意
を
伴

っ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
宮
津
町
漁
師
の
権
利
を
田
井
村
の
権
利
と
併
存
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
津
町
漁
師
は
自
ら

の
漁
業
権
を
卓
越
化
さ
せ
る
た
め
に
、
「
本
業
」
を
「
余
業
」
と
対
に
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
宮
津
町
漁
師
の
願
書
の
内
容
は
、
町
方
の
み
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
の
で
、
用
人
か
ら
郡
奉
行
に
対
し
て
「
願
面
御
下
ケ
私
共

（
郡
奉
行
）
見
込
可
申
上
毛
御
影
」
（
『
臨
時
留
憎
嘉
永
二
年
二
月
置
が
あ
り
、
意
見
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
郡
奉
行
は
、
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
二
月
に
以
下
の
よ
う
な
理
由
で
願
書
の
却
下
を
求
め
る
。

　
　
猟
師
町
漁
師
共
願
面
之
通
、
無
運
上
二
而
浦
々
漁
業
請
来
候
儀
相
違
者
無
蓋
候
得
共
、
申
立
而
已
之
儀
者
御
取
用
二
無
難
相
成
哉
と
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
時
留
憎
嘉
永
二
年
二
月
）

　
ま
ず
、
宮
津
町
漁
師
の
無
運
上
で
の
漁
業
の
慣
行
を
認
め
な
が
ら
も
、
申
立
の
み
の
こ
と
は
採
用
し
が
た
い
と
し
、
旧
領
主
に
よ
る
特
権
下

付
の
由
緒
を
証
拠
な
き
も
の
と
し
て
退
け
る
。
ま
た
、
続
け
て
、
「
右
ハ
猟
師
共
十
分
之
新
法
相
立
度
願
筋
二
相
当
、
願
之
主
意
相
立
候
義
御

座
候
節
ハ
、
漁
村
共
容
易
二
二
伏
仕
勝
心
馳
与
治
リ
方
心
配
仕
候
」
（
同
右
）
上
、
宮
津
町
漁
師
の
「
浜
手
」
全
域
に
お
け
る
先
網
は
、
筋
合

い
が
立
っ
て
お
ら
ず
、
認
め
れ
ば
在
方
漁
師
の
難
渋
と
な
り
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
。

　
次
に
、
宮
津
町
漁
師
の
主
張
す
る
「
本
業
」
と
「
余
業
」
の
区
別
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
止
口
う
。

　
　
子
細
ハ
町
猟
師
共
本
業
・
余
業
与
差
別
い
た
し
申
立
候
得
と
も
、
都
而
漁
業
之
義
ハ
御
先
代
様
6
御
引
送
之
廉
不
相
見
、
等
々
漁
業
い
た
し
候
場
所
者
、

　
　
反
別
之
割
合
与
ハ
免
合
高
家
置
石
多
、
外
村
々
二
思
慮
候
得
共
、
元
高
6
ハ
多
分
之
延
高
二
相
成
居
候
、
其
上
肴
運
上
増
減
茂
不
相
見
候
得
者
、
矢
張
漁

　
　
稼
ヲ
以
御
高
相
続
い
た
し
来
高
儀
口
付
、
本
業
・
余
業
之
経
界
相
立
候
儀
二
而
ハ
有
之
間
敷
哉
、
左
候
得
ハ
、
継
々
者
余
業
之
義
二
付
稼
墨
差
控
候
様
申

　
　
談
三
業
無
難
出
来
様
奉
存
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
時
留
』
”
嘉
永
二
年
二
月
）

　
総
じ
て
、
漁
業
は
先
代
か
ら
引
き
送
ら
れ
て
い
る
理
由
が
不
明
で
あ
る
が
、
漁
業
を
営
む
丸
々
は
、
反
別
割
よ
り
高
免
で
あ
り
家
数
も
多
く
、

他
村
と
比
較
し
て
も
多
分
に
延
高
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
肴
運
上
は
定
額
で
あ
る
。
郡
奉
行
は
以
上
の
理
由
か
ら
、
漁
業
は
高
相
続
の
た
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め
に
行
わ
れ
て
き
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
た
め
、
「
本
業
」
と
「
余
業
」
の
境
界
を
た
て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
在
方
漁
師
に
対
し
て
「
余
業
」

で
あ
る
と
い
う
理
由
で
漁
業
の
差
し
控
え
を
命
じ
る
こ
と
は
出
来
が
た
い
と
い
う
。
肴
運
上
に
関
す
る
部
分
の
解
釈
が
難
解
で
あ
る
が
、
肴
運

上
の
額
に
増
減
が
あ
る
な
ら
ば
、
漁
業
の
目
的
は
漁
稼
ぎ
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
運
上
額
が
不
変
で
あ
る
こ
と
は
、
漁
業
の
目
的
が

漁
稼
ぎ
そ
の
も
の
で
は
な
く
高
相
続
に
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
宮
津
町
漁
師
の
要
求
を
、
由
緒
の
無
証
拠
、
要
求
が
「
新
法
」
で
あ
る
こ
と
、
漁
業
を
「
本
業
」
・
「
余
業
」
に
区
別
す
る

こ
と
の
無
理
と
い
う
三
点
か
ら
批
判
し
た
あ
と
、
仕
来
の
尊
重
と
願
書
の
却
下
を
主
張
す
る
。

　
　
猟
師
町
ハ
仕
来
面
謝
何
れ
之
浦
々
二
而
も
相
稼
候
事
故
、
一
業
二
而
相
続
雪
雲
来
与
者
難
被
申
立
、
村
々
猟
師
共
多
分
猟
場
転
置
リ
居
、
灘
漁
者
村
前
地

　
　
先
慮
外
相
懸
不
申
事
二
付
、
当
時
之
処
二
而
ハ
猟
師
町
と
村
猟
師
者
蘇
方
差
別
研
立
居
候
義
二
御
座
候
得
ハ
、
双
方
仕
来
之
通
夜
相
稼
候
而
旺
然
哉
二
奉

　
　
存
候
、
右
之
次
第
二
付
御
取
上
相
成
候
筋
合
二
茂
有
御
座
間
敷
哉
奉
存
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
時
留
物
嘉
永
二
年
二
月
）

　
宮
津
町
漁
師
は
仕
来
に
よ
っ
て
「
何
れ
之
浦
々
二
而
も
」
操
業
し
て
お
り
、
先
網
の
権
利
が
問
題
と
な
る
引
網
漁
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「一

ﾆ
」
で
相
続
し
が
た
い
と
は
言
え
ず
、
～
方
、
在
方
漁
師
は
こ
れ
も
仕
来
と
し
て
灘
漁
で
は
「
村
前
地
先
」
漁
場
の
み
を
利
用
す
る
と
い

う
稼
方
の
相
違
が
あ
る
た
め
、
両
漁
師
共
に
仕
来
通
り
に
操
業
さ
せ
る
の
が
よ
い
と
い
う
。

　
こ
の
意
見
書
の
控
書
の
末
尾
に
は
、
「
右
二
付
町
奉
行
二
而
取
上
無
下
」
（
噸
臨
時
留
』
　
嘉
永
二
年
二
月
）
と
添
書
さ
れ
て
お
り
、
郡
奉
行
の
反

対
意
見
に
よ
っ
て
、
宮
津
町
漁
師
の
要
求
が
却
下
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
町
奉
行
が
如
何
な
る
意
見
を
有
し
て
い
た
か
を
示
す
史
料

は
な
い
が
、
「
右
二
付
」
と
い
う
表
現
は
、
由
緒
、
「
新
法
」
、
「
本
業
」
・
「
余
業
」
と
い
う
三
つ
の
論
点
を
め
ぐ
る
郡
奉
行
の
主
張
の
少
な
く
と

も
一
つ
に
、
町
奉
行
が
同
意
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
　
漁
場
争
論
と
「
本
業
」
・
「
余
業
」

嘉
永
二
年
の
「
本
業
」
を
根
拠
と
す
る
宮
津
町
漁
師
の
要
求
は
、
由
緒
の
証
拠
が
な
い
こ
と
、

要
求
が
「
新
法
」
で
あ
る
こ
と
、
在
方
漁
師
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の
漁
業
を
「
余
業
」
と
位
置
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
郡
奉
行
の
意
見
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
以
後
も
宮
津
町
漁
師
は
在
方
漁
師
と
の
漁
場
争
論
に
際
し
て
、
州
本
業
」
・
「
余
業
」
の
両
語
を
用
い
る
。
安
政
六
年
（
～
八
五
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

三
月
、
宮
津
町
漁
師
は
天
橋
立
の
北
基
底
部
に
位
置
す
る
江
尻
村
（
現
宮
津
市
字
江
尻
一
〈
関
係
地
図
〉
参
照
）
の
モ
や
網
漁
を
新
規
漁
法
と
し
て

差
し
止
め
よ
う
と
訴
詔
を
起
こ
し
、
「
古
来
6
」
の
操
業
と
す
る
江
尻
村
と
対
立
す
る
。

　
こ
の
時
宮
津
町
漁
師
が
提
出
し
た
願
書
に
は
、
江
尻
村
の
モ
や
網
漁
を
「
新
法
」
と
す
る
主
張
に
加
え
て
、
出
訴
に
至
る
以
前
に
江
尻
村
に

対
し
て
、
「
町
漁
師
共
儀
ハ
日
々
漁
稼
へ
条
ヲ
以
今
日
相
送
り
、
江
尻
村
之
儀
長
箱
百
姓
余
業
之
儀
二
御
座
候
得
者
、
是
等
之
処
厚
勘
考
新
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

之
義
ハ
速
二
相
止
メ
呉
候
様
々
頼
鶏
鳴
（
筥
崎
家
文
書
A
一
－
一
〇
二
“
以
下
、
宮
崎
家
A
｝
1
一
〇
二
と
略
記
す
る
）
ん
だ
り
、
「
本
業
・
余
業
之
儀

ム
ユ
応
得
与
勘
考
被
下
五
二
相
頼
」
（
同
右
）
ん
だ
旨
を
記
す
な
ど
、
江
尻
村
の
漁
業
が
あ
く
ま
で
も
「
余
業
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
本

業
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
自
ら
の
漁
業
権
の
優
位
性
を
主
張
す
る
。
な
お
、
こ
の
願
書
中
に
は
、
旧
領
主
に
よ
る
特
権
下
付
の
由
緒
に
関
す
る

記
載
は
一
切
み
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
願
書
を
う
け
て
審
議
に
と
り
か
か
っ
た
町
奉
行
側
は
、
「
申
争
而
巳
二
面
賦
与
証
拠
二
相
成
候
書
類
も
無
之
」
（
『
臨
時
留
曾
文
久
三
年

血
八
六
三
〉
二
月
）
た
め
、
肴
屋
等
を
対
象
に
江
尻
村
の
漁
獲
物
に
関
す
る
書
類
を
調
査
す
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
書
類
に
モ
や
網
の
記

載
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
「
本
業
之
差
別
も
可
膚
之
」
（
同
右
）
た
め
、
「
七
、
八
分
ハ
江
尻
村
新
法
楽
手
与
奉
存
候
二
付
、
双
方
評
義

之
上
、
論
申
江
尻
村
丈
ケ
差
留
置
候
盛
相
当
馬
筋
と
見
込
」
（
同
派
）
ん
だ
町
奉
行
に
よ
っ
て
、
江
尻
村
の
み
操
業
を
差
し
止
め
ら
れ
る
。
郡

奉
行
は
既
に
嘉
永
二
年
の
願
書
の
却
下
の
段
階
で
、
漁
業
を
「
本
業
」
・
「
余
業
」
に
区
別
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

町
奉
行
は
そ
れ
以
後
も
「
本
業
之
差
別
」
を
主
張
し
て
る
の
で
あ
る
。

　
郡
奉
行
は
こ
の
処
置
に
対
し
て
、
双
方
と
も
証
拠
が
な
い
の
に
推
量
に
よ
っ
て
差
し
止
め
を
行
う
こ
と
は
如
何
か
と
反
発
、
江
尻
村
が
「
今

日
之
里
方
無
病
渇
命
こ
も
可
及
次
第
二
連
、
地
先
丈
二
而
も
相
稼
露
命
相
繋
度
段
」
（
同
右
）
を
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一
二
月
差
哀
願
し
た

こ
と
を
う
け
て
、
独
自
に
操
業
許
可
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
壷
中
の
場
合
、
「
国
郡
村
境
町
等
之
申
争
、
風
押
入
会
稼
場
出
入
之
節
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謬
論
雪
降
答
共
立
入
差
留
、
双
方
平
冠
之
廉
二
宮
和
熟
之
た
め
取
計
」
（
同
右
）
う
こ
と
も
あ
る
が
、
今
回
の
よ
う
な
不
分
明
な
争
論
に
お
い

　
　
て
、
一
方
の
み
を
差
し
留
め
て
も
解
決
に
な
ら
な
い
と
の
意
見
書
を
提
出
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
村
方
願
之
通
、
江
尻
村
家
前
者
ケ
差
免
、
町

　
　
猟
師
共
ハ
江
尻
村
家
前
丈
ケ
差
留
置
」
（
同
右
）
く
方
向
で
内
済
を
す
す
め
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
漁
場
の
境
界
を
定
め
、
「
家
前
」
漁

　
　
場
に
お
け
る
江
尻
村
の
占
有
利
用
権
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
家
前
」
漁
場
と
そ
れ
以
外
と
い
う
漁
場
の
区
分
が
、
両
奉
行
が
合

　
’
意
す
る
解
決
策
と
し
て
、
当
争
論
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
済
は
う
ま
く
い
か
ず
、
再
度
奉
行
所
へ
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
文
久
三
年
（
～
八
六
三
）
二
月
、
郡
奉
行
は
江
尻
村
の
操
業
を
認
め
る
べ
き
旨
の
意
見
書
を
提
出
す
る
。
そ
の
論
法
を
順
に
み
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
江
尻
村
御
高
弐
百
七
拾
九
石
窟
、
家
数
百
六
拾
九
軒
村
方
漁
業
を
以
梱
続
い
た
し
来
着
二
等
、
反
別
之
割
学
者
免
合
高
く
、
外
村
々
二
引
競
候
得
者
、
元

　
　
　
　
高
6
多
分
之
延
高
二
摺
成
居
、
其
上
肴
運
上
も
浜
付
珊
々
之
内
二
而
も
江
尻
村
多
分
二
相
立
来
り
候
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
時
留
』
　
文
久
三
年
二
月
）

　
　
　
江
尻
村
は
漁
業
に
よ
っ
て
相
続
を
し
て
い
る
た
め
、
高
免
か
つ
延
高
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
肴
運
上
の
額
に
つ
い
て
も
、
他
の
浜
付

　
　
確
々
に
比
べ
て
高
い
と
い
う
。
漁
業
は
高
相
続
の
た
め
の
生
業
で
あ
る
と
い
・
？
心
張
は
、
一
見
、
嘉
永
二
年
に
宮
津
町
漁
師
の
壷
網
の
権
利
要

㈱
　
求
を
退
け
た
意
見
書
の
内
容
と
同
一
に
み
え
る
が
、
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
村
塾
が
高
免
等
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漁
業
に
よ
っ

蘇
　
て
高
相
続
を
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
と
す
る
嘉
永
期
と
は
異
な
り
、
こ
の
意
見
書
に
は
「
漁
業
を
以
相
続
い
た
し
」
て
い
る
こ
と
が
高
免
等

糊塀
　
の
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
論
理
が
転
換
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
続
け
て
、
先
年
江
尻
村
か
ら
提
出
さ
せ
た
書
類
に
は
、
モ
や
網
の
別
称
と

踊
　
思
わ
れ
る
餌
取
網
の
名
称
が
み
ら
れ
、
近
年
開
始
し
た
漁
法
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
と
の
旨
を
記
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
稼
場
手

一
隅
相
成
中
潮
艘
葉
理
筋
こ
も
指
腎
無
手
広
二
粗
率
繕
言
軍
士
而
者
難
立
行
」
（
同
誌
）
い
と
述
べ
て
い
・
・
モ
や
網
裡

面
　
従
来
か
ら
高
相
続
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
漁
法
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
そ
の
差
し
止
め
ば
「
御
収
納
相
続
筋
こ
も
指
障
」
る
と
い
う
の
で
あ

襟後
　
る
。

丹
疏
次
隻
呂
諾
漁
師
が
「
本
実
と
い
藷
を
用
い
百
ら
の
優
位
性
を
呈
す
る
、
・
と
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
有

↓
　
　
　
　
元
来
猟
師
町
本
業
と
申
立
候
得
共
、
往
古
下
宮
津
拾
ケ
村
｝
本
免
定
之
節
ハ
百
姓
二
而
漁
燈
ハ
余
業
二
茂
可
有
之
、
其
後
年
暦
も
不
分
紫
立
と
も
拾
ケ
村
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相
別
壱
本
雲
叢
相
成
候
よ
り
引
続
同
様
免
定
相
渡
来
、
然
共
百
姓
分
層
当
時
人
別
無
二
、
猟
師
町
川
町
人
別
二
相
平
庭
故
本
業
童
姿
二
相
成
候
得
と
も

　
　
些
々
余
業
三
儀
、
村
々
無
高
漁
稼
渡
世
之
者
ハ
本
業
二
而
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
臨
時
留
讐
文
久
三
年
二
月
）

　
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
初
期
の
猟
師
町
は
下
宮
津
一
〇
ケ
村
の
う
ち
の
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
宮
津
町
漁
師
も
百
姓
で
あ
り
、

漁
業
は
「
余
業
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
下
宮
津
が
～
○
ケ
村
に
分
村
し
た
際
、
猟
師
町
の
み
が
町
人
身
分
と
な
っ
た
た
め
漁
業
が

「
本
業
」
の
姿
に
な
っ
た
だ
け
で
、
も
と
も
と
宮
津
町
漁
師
も
漁
業
は
「
余
業
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
在
方
の
無
高
層
で
漁

業
に
よ
っ
て
渡
世
し
て
い
る
者
は
、
漁
業
が
「
本
業
」
で
あ
る
と
す
る
。
宮
津
町
漁
師
や
「
本
業
之
差
別
も
可
有
之
」
と
考
え
て
い
る
町
奉
行

に
対
し
て
、
「
本
業
」
・
「
余
業
」
の
区
別
が
い
か
に
無
意
味
で
あ
る
か
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
け
て
、
嘉
永
二
年
の
宮
津
町
漁
師
の
願

書
の
却
下
の
先
例
を
引
き
、
こ
の
時
も
「
本
業
」
・
「
余
業
」
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
区
別
を
つ
け
る
こ
と
が
不
可
能
な
た
め
取
り
上
げ
な
か
っ

た
旨
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
後
宮
津
町
漁
師
と
在
方
漁
師
と
の
争
論
の
度
に
、
「
本
業
」
・
「
余
業
」
の
境
界
を
以
て
争
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
そ
の
度
に
御
苦
労
を
掛
け
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
宮
津
町
漁
師
の
無
運
上
の
事
実
を
捉
え
、
「
本
業
」
の
主
張
の
不
当
性

に
結
び
つ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
連
体
万
物
土
地
よ
り
生
し
候
も
の
山
野
海
用
の
産
物
共
二
皆
地
方
二
属
し
、
悉
く
農
民
単
手
6
出
候
も
の
二
而
、
町
猟
師
廿
里
本
を
不
知
漁
運
上
も
無
之

　
　
処
、
本
業
く
と
勝
手
の
ミ
を
申
立
、
以
後
本
業
之
廉
を
以
強
勢
之
願
不
参
様
、
且
ハ
臨
写
重
之
村
々
二
本
無
高
之
も
の
共
ハ
則
本
業
是
而
巳
二
而
相
続

　
　
仕
候
義
二
御
座
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隅
臨
時
留
』
一
文
久
三
年
二
月
）

　
文
中
の
「
農
民
」
は
、
江
尻
村
を
は
じ
め
と
す
る
在
方
漁
師
を
含
ん
で
い
る
。
宮
津
町
漁
師
は
土
地
か
ら
生
じ
る
物
や
山
野
海
川
の
産
物
が

皆
地
方
に
属
し
、
全
て
農
民
の
手
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
原
則
も
知
ら
ず
に
、
肴
運
上
も
上
納
し
て
い
な
い
の
に
、
本
業
、
本
業
と

勝
手
ば
か
り
申
し
立
て
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
後
は
「
本
業
」
を
理
由
に
強
勢
の
願
い
を
さ
せ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
漁
業

が
主
産
業
で
あ
る
村
の
無
高
層
が
、
本
業
で
あ
る
漁
業
の
み
で
相
続
し
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
念
を
押
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
町
奉
行
の
処
置
の
不
当
性
を
述
べ
た
後
、
双
方
共
に
「
是
迄
仕
来
之
通
相
稼
候
様
申
渡
、
願
書
下
ケ
遣
県
警
相
当
之
筋
と
奉
存

90 （936）
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候
」
（
岡
右
）
と
、
「
仕
来
」
通
り
の
操
業
を
申
し
渡
し
、
宮
津
町
漁
師
の
願
書
を
取
り
下
げ
る
の
が
よ
い
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
モ
や
網
漁
が
「
新
法
」
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
、
漁
業
に
対
し
て
「
本
業
」
・
「
余
業
」
を
区
別
す
る
こ
と
の
無
意
味
性
を

主
張
す
る
郡
奉
行
の
意
見
書
を
う
け
て
、
争
論
が
ど
の
よ
う
な
結
末
に
落
ち
着
い
た
か
を
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
の
江
尻
村
の
訴
状
か

ら
う
か
が
お
う
。

　
　
　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
書

　
　
　
当
村
も
や
網
漁
之
義
二
付
今
般
御
召
出
之
上
、
互
二
業
分
留
事
故
霊
芝
共
実
意
を
以
小
前
へ
理
解
二
お
よ
ひ
勘
弁
い
た
し
合
、
水
魚
之
交
を
以
稼
合
之
対

　
　
　
談
可
致
様
厚
御
理
解
御
座
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
崎
家
A
…
一
五
五
）

　
結
果
的
に
内
済
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
互
二
職
分
」
、
即
ち
、
両
漁
師
を
同
業
と
み
な
す
表
現
か
ら
、
宮
津
町
漁
師
が
主
張
し
て
い
た

「
余
業
」
を
理
由
と
す
る
差
し
止
め
要
求
が
却
下
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
「
本
業
之
差
別
も
可
有
之
」
と
考
え
て
い

た
町
奉
行
が
、
「
本
業
」
・
「
余
業
」
の
区
別
の
無
意
味
性
を
結
果
的
に
認
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
江
尻
村
の
訴
状
は
、

藩
の
内
済
命
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
宮
津
町
漁
師
が
応
じ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
や
網
漁
が
出
来
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
実
際
の
内
済
は
即
座
に
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

①
　
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
臨
（
小
学
館
）
。

②
　
本
来
、
「
先
網
し
は
、
後
網
が
あ
っ
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
宮
津
町
漁
師

　
が
「
先
学
」
と
願
書
申
に
記
す
理
由
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
は
単
純
に
～

　
張
網
を
差
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

③
例
え
ば
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
城
下
の
河
原
町
（
現
宮
津
市
字
河
原
）

　
の
船
持
と
岩
滝
村
（
現
京
都
府
与
謝
郡
岩
滝
町
）
の
船
窓
に
よ
る
人
輸
送
を
め
ぐ

　
る
争
論
で
は
、
「
仕
来
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
岩
滝
村
に
為
し
て
、
河
原
町
側
は

　
「
本
業
」
の
廉
を
申
し
立
て
て
い
る
（
『
臨
時
留
隔
”
万
延
元
年
）
。
両
者
は
寛
政

　
年
間
（
｝
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
に
も
同
様
の
争
論
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
の

　
河
原
町
側
の
訴
状
に
は
「
本
業
」
の
語
は
み
ら
れ
な
い
（
三
上
家
三
A
…
頂
一
三

　
二
〇
）
。

④
以
下
、
丹
後
縮
緬
業
の
沿
革
や
宮
津
藩
政
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
堀
江
英
一

　
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
緬
機
業
の
発
展
過
程
」
（
噸
経
済
論
叢
駄
五
〇
i
六
、

　
一
九
四
〇
年
）
、
池
田
敬
正
「
宮
津
藩
に
お
け
る
農
民
的
商
品
経
済
を
め
ぐ
る
領

　
主
と
農
民
の
関
係
」
（
㎎
経
済
論
叢
駈
七
四
－
二
、
～
九
五
四
年
）
、
池
田
「
宮
津

　
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
－
丹
後
縮
緬
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
堀
江
英
｝
編
『
藩

　
政
改
革
の
研
究
輪
く
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
五
年
V
）
、
足
立
政
男
『
丹
後
機
業

　
冠
羽
（
雄
渾
社
、
一
九
六
三
年
）
、
宮
本
裕
次
「
幕
末
譜
代
藩
の
在
地
政
策
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一
丹
後
富
津
藩
主
本
庄
宗
秀
時
代
を
心
心
に
1
縣
（
㎎
神
戸
大
学
史
学
年
報
臨

　
一
〇
、
一
九
九
五
年
）
等
に
よ
っ
た
。

⑤
住
谷
悦
治
『
丹
後
機
業
の
構
造
分
析
隔
（
京
都
府
労
働
経
済
研
究
所
、
一
九
三

　
二
年
）
一
四
五
頁
掲
載
「
安
永
四
年
宮
津
藩
の
触
書
」
。

⑥
「
灘
」
は
「
土
地
に
よ
っ
て
其
内
容
が
可
な
り
著
し
く
ち
が
っ
て
居
」
（
柳
田

　
国
男
・
倉
田
～
郎
『
分
類
漁
村
語
彙
島
〈
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
〉
）
る
語
で
、

　
丹
後
地
方
の
場
合
、
「
な
ぎ
さ
・
波
打
ぎ
わ
」
（
井
上
正
一
噌
丹
後
網
野
の
方
雷
』

　
〈
一
九
六
四
年
〉
）
を
指
す
。

⑦
遠
海
の
延
縄
漁
贋
の
餌
に
す
る
海
老
を
取
る
漁
。
江
尻
村
で
は
五
月
か
ら
一
〇

　
月
ま
で
は
近
海
で
漁
を
す
る
が
、
＝
月
か
ら
四
月
の
問
は
遠
海
に
乗
り
出
す
。

　
遠
海
漁
の
期
間
は
餌
取
を
す
る
猶
予
が
な
い
た
め
、
モ
や
網
漁
は
餌
確
保
の
た
め

　
に
も
、
江
尻
村
に
と
っ
て
大
切
な
漁
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
漁
は
、
遠
海
に
出

　
ら
れ
な
い
老
人
や
子
供
に
と
っ
て
の
大
切
な
生
業
で
も
あ
っ
た
と
い
う
（
「
宮
晦

　
家
文
書
解
題
」
《
丹
後
漁
業
関
係
古
文
書
目
録
駈
、
京
都
府
教
育
委
員
会
・
京
都

　
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
、
一
九
九
四
年
〉
）
。

⑧
安
政
六
年
三
月
「
乍
恐
以
書
附
御
訴
訟
奉
申
上
落
」
。
猟
師
町
網
音
頭
等
が
町

　
奉
行
に
提
出
し
た
願
書
の
写
で
あ
る
。
宮
崎
家
は
江
尻
村
の
庄
屋
を
務
め
た
家
で

　
あ
る
。
な
お
、
文
書
番
号
は
隅
丹
後
漁
業
関
係
古
文
書
目
録
輪
に
よ
っ
た
。

⑨
引
用
部
分
は
、
「
す
べ
て
土
地
よ
り
生
ず
る
物
、
ま
た
ハ
河
海
沼
沢
の
産
物
と

　
も
に
皆
地
方
に
属
し
、
悉
く
農
民
の
手
に
繊
ざ
る
は
な
く
、
四
民
産
業
の
根
本
な

　
り
」
と
い
う
欄
地
方
凡
例
録
』
（
大
石
久
敬
著
、
大
石
慎
三
郎
校
訂
、
東
京
堂
出

　
版
、
　
一
九
九
五
年
）
冒
頭
の
「
地
方
総
論
」
中
の
文
章
に
酷
似
し
て
お
り
、
こ
の

　
書
物
が
、
郡
奉
行
の
漁
業
観
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
宮
津
町
漁
師
の
「
特
権
漁
業
」
後
退
に
つ
い
て
、
漁
政
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
一
九
世
紀
の
漁
場
争
論
に
対
す
る
宮
津
藩
の
対
応
の
特
質

は
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
次
の
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
宮
津
町
漁
師
が
「
特
権
漁
業
」
の
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
由
緒
を
、
証
拠

な
き
も
の
と
し
て
退
け
て
い
る
点
。
そ
し
て
、
奉
行
側
は
、
そ
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
漁
業
を
「
本
業
」
と
位
置
づ
け
た
。
そ

の
上
で
奉
行
側
が
解
決
の
た
め
に
と
っ
た
方
法
は
、
「
山
野
海
川
入
会
」
規
定
に
は
必
ず
し
も
影
響
さ
れ
て
お
ら
ず
、
論
所
と
な
っ
て
い
る
漁

場
で
は
当
事
者
双
方
の
権
利
を
平
等
に
確
保
す
る
こ
と
、
「
脚
下
」
1
1
「
寸
前
」
漁
場
で
は
地
元
村
の
優
先
権
を
認
め
る
こ
と
、
論
所
や
「
家
下
」

匪
「
家
前
」
漁
場
以
外
の
地
先
漁
場
で
は
、
双
方
に
同
等
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
「
特
権
漁
業
」
と
い
わ
れ
た
広
域
漁
業

権
は
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
宮
津
町
漁
師
は
、
「
本
業
」
の
語
を
「
余
業
」
と
対
に
し
、
自
象
に
有
利
と
な
る
諸
願

を
試
み
る
。
第
三
章
で
は
、
こ
う
し
た
要
求
に
対
す
る
奉
行
側
の
対
応
を
検
討
し
た
結
果
、
在
方
漁
師
の
漁
業
を
「
本
業
」
で
あ
る
と
位
置
づ
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け
る
郡
奉
行
の
主
張
が
通
り
、
宮
津
町
漁
師
の
要
求
が
却
下
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
宮
津
藩
に
お
け
る
漁
場
利
用
関
係
は
、
「
家

前
」
漁
場
に
お
け
る
地
元
村
の
優
先
と
い
う
当
該
藩
独
自
の
漁
場
認
識
、
及
び
、
藩
に
お
け
る
漁
業
の
位
置
づ
け
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。

　
近
世
中
後
期
以
降
の
全
国
的
な
漁
場
利
用
関
係
の
変
容
を
、
本
稿
の
よ
う
に
幕
藩
領
主
の
漁
政
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
、
事
例
を
積
み
重

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漁
業
・
漁
村
史
研
究
を
さ
ら
に
深
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
漁
政
が
規
定
す
る
漁
場
利

用
関
係
の
変
容
が
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
各
漁
村
（
町
）
の
漁
業
構
造
等
に
与
え
た
影
響
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

、
つ
Q

　
　
【
付
記
】
　
史
料
の
閲
覧
、
利
用
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
三
上
誠
一
氏
、
宮
崎
佳
和
氏
、
及
び
、
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
辰

　
　
巳
幸
司
氏
を
は
じ
め
と
す
る
宮
津
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
室
の
皆
様
方
、
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
の
皆
様
方
に
、
末
筆
な
が
ら
心
よ
り
お
礼
申
し

　
　
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
県
立
大
学
入
問
文
化
学
部
助
手
　
草
津
市
西
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Policy　Change　Concerning　Fishing　Kghts　in　the　Edo　Period

by

MUMA　Sachiyo

　　It　is　kriowR　that　there　were　certain　fishermen　who　enjoyed　the　prerogative　to

fish　in　the　Miyazu　domain　duririg　the　Edo　period．The　old　Lord　in　the　early　Edo

period　had　grarited　them　wide　fishing　rights　at　sea　extending　to　the　domain．This

territory　was　ca11ed‘‘Jisaki－Gyq｝’o　．　They薮ved血Miyazu　City，　but　many　o痴er

fisherrnen　lived　i　l　vi皿ages．

　　From　the　middle　of　the　18th　century，　fishing　arguments　had　increased．Then　in

the　19th　century，　the　Miyazu　Lord　made　a　rule　for　the　v－age　fishermen，　so　that

each　village　had　to　make　sure　of　tlteir　fishing　rigkts　in　“Iemae－Gyojo”　which　was

part　of　“Jisaki－Gyojo”．　This　word　referred　to　tlte　fishing　grounds　right　in　front

of　their　houses．OR　the　other　kand，　the　Lord　settled　an　argumeRt　about　fishing

territories　between　city　and　village　fishenmen　by　setting　the　standard　whether　or

not　a　person　was　a　professional　fisherman．The　Lord　regarded　city　fishermen　as

professional．　But　ultimately，　the　city　fishermen　could　fish　in　smaker　territories．

　　When　the　city　fishermen　were　denied　their　fishng　rights，　they　tried　to　supress

village　fishermen’s　rights．They　argued　that　the　rnain　occupation　of　tke　village

fislterrnen　was　farming．But　the　admnistrators　（Kori－Bugyos）　refused　tkeir　cry，

because　they　insisted　that　fishng　should　be　“Hongyo”　for　Rot　only　the　city

fisltermen　but　the　village　fishermen　as　well．Thus　the　utgiza’tioR　of　fishng

territories　changed．

（1014）




